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六
比
丘
極
重
罪
の
第
四
郎
ち
大
妄
語
戒
に
就
て
も
‘
諧
律
各
々
特
長
有
る
内
容
と
博
へ
て
居
る
が
．

r
 

線
じ
て
、
共
の
制
戒
因
縁
が
．
二
話
よ
り
成
れ
る
事
は
共
通
で
あ
る
。
先
づ
『
四
分
律
』
は
、
次
の
如
く
記

し
一
し
居
る
。

佛
‘
曾
て
‘
毘
含
離
禰
狼
河
畔
の
重
閣
購
堂
に
在
り
し
項
、
時
世
の
不
況
に
遭
遇
し
‘
穀
物
騰
貴
、
衣
服

得
難
<
‘
人
民
の
饒
餓
其
の
樟
に
逹
し
、
乞
食
沙
門
も
容
易
に
飲
食
を
得
難
か
っ
た
の
て
、
一
日
、
佛
は

ベ
含
を
勘
諭
し
た
の
で
あ
っ
た
。

阿
難
に
命
じ
、
近
在
の
比
丘
を
悉
く
講
堂
に
集
合
せ
し
め
『
汝
等
嘗
知
、
今
時
批
穀
貴
‘
人
民
飢
餓
‘
乞
食

難
得
‘
汝
等
諧
有
同
和
上
同
師
随
親
友
知
識
各
共
‘
於
此
毘
含
離
左
右
‘
随
所
宜
安
居
、
我
亦
営
於
此
慮

安
殷
何
以
故
‘
飲
食
難
得
、
令
衆
疲
苦
」
と
告
げ
、
以
て
比
丘
各
々
、
近
郊
に
散
在
、
辛
う
じ
て
安
居
を
畢
る

時
に
比
丘
衆
は
佛
命
に
従
つ
て
去
り
、
雨
期
の
終
る
と
待
っ
て

再
會
せ
ん
事
を
築
し
み
つ
ヽ
、
四
方
に
袖
と
分
っ
た
が
、
此
等
比
丘
の
内
、
婆
袈
河
邊
に
到
れ
る
比
丘

衆
は
‘
念
ず
ら
．
＜
富
『
如
今
此
閾
‘
穀
貴
、
人
民
飢
餓
‘
乞
食
難
得
、
我
等
作
何
方
便
、
不
以
飲
食
為
苦
』
と
。
斯
<

原
始
倫
圃
に
於
け
る
比
丘
の
極
重
罪

手

島

原
始
僧
圃
に
於
け
る
比
丘
の
極
重
罪
（
完
結
）

五
九 文

倉
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利
養
を
得
し
所
以
を
朋
す
。

哲

學

研

て
思
案
の
後
、
飲
食
衣
服
易
得
の
方
を
念
じ
、
『
今
我
嘗
に
語
の
在
家
居
士
に
到
つ
て
云
は
ん
。

之
れ
上
人
法
を
得
‘
諏
定
、
前
通
、
他
心
智
を
修
得
せ
る
大
羅
漢
た
り
。

の
某
甲
比
丘
も
亦
、
大
阿
羅
漢
た

9
ぶ
J
o

然
ら
ば
信
業
の
居
士
の
‘
或
は
来
つ
て
所
有
の
飲
食
、
自
ら

嗽
は
ず
‘
妻
子
に
も
典
へ
ず
し
て
、
我
等
沙
門
に
布
施
す
・
る
者
も
や
有
ら
ん
。
か
く
て
、
我
等
は
安
居

を
築
し
み
、
諸
の
苦
痛
無
く
し
て
尊
敬
を
受
け
ん
、
』
と
決
す
。
果
せ
る
哉
、
彼
等
は
白
衣
の
合
に
入
っ

て
此
の
説
を
作
す
や
、
多
く
の
居
士
‘
之
を
如
賞
信
受
し
て
恭
敬
措
か
ず
、
一
切
の
飲
食
衣
服
等
を
供

養

し

乍

ら
1

揺
田
を
信
じ
て
自
家
の
困
苦
を
顧
る
追
が
な
か
っ
た
と
云
ふ
。
之
に
依
て
、
比
丘
は
顔

色
和
光
‘
氣
力
充
足
‘
悪
泄
に
拘
ら
ず
豊
富
な
る
安
居
を
過
し
得
た
が
、
反
之
‘
毘
含
離
に
在
っ
た
沙
門

輩
は
‘
顔
色
憔
悴
‘
形
證
枯
燥
破
衣
弊
服
を
纏
ふ
の
已
む
な
さ
惨
朕
を
晏
し
た
。
既
に
し
C
夏
安
居

覚

9
毘
含
離
の
比
丘
は
先
づ
佛
所
を
訪
問
し
、
世
尊
の
慇
懃
慰
問
し
て
、
『
汝
等
住
止
、
和
合
安
楽
不
、
不

以
飲
食
為
苦
耶
』
と
詫
か
る
ヽ
に
到
し
‘
皆
‘
苦
衷
を
訴
へ
て
｀
『
我
等
住
止
、
和
合
安
築
、
時
世
穀
貴

Y

人
民
飢

餓
乞
食
難
得
、
以
此
為
苦
』
と
述
ぶ
。
然
る
に
、
婆
袈
河
畔
の
詣
比
丘
は
、
同
じ
佛
の
慰
詞
に
答
へ
て
『
我

0

0

 
0
 
0
 
0
 
0
 

等
：
・
不
以
飲
食
為
苦
』
と
云
ふ
。
其
の
語
氣
力
有
り
．
顔
光
和
悦
、
好
衣
妙
服
を
被
つ
て
折
喜
た
り
。

範
乃
ち
怪
し
み
問
ふ
『
汝
等
以
何
方
便
、
不
以
飲
食
為
苦
耶
』
と
。
詣
の
比
丘
、
上
の
因
縁
を
白
し
‘
妄
説

佛
、
深
く
彼
等
の
非
違
を
叱
退
せ
ら
れ
『
汝
等
愚
人
、
有
賓
尚
不
應
向
人

究

第

五

十

七

腺

我
れ
、
一
果
の
一
廊
田
た
る
如
く
．
他

我
は

1̂
c 
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彼
乃
ち
念
へ
ら
く
、
『
世
尊
興
諧
比
丘
結
戒
：
・
：
虚
証
妄
語
、
是
比

有
り
．
同
輩
に
命
咋
語
し
て
云
ふ
『
我
得
逍
』
と
。

其
の
後
果
し
て
精
進
不
憬
‘
勇
猛
勤
求
‘
方
便
し
て
、
便
ち

あ
る
。

爾
の
時
、

1

人

の

増

上

慢

の

比

丘

況
ん
や
、
何
等
、
其
智
解
脱
に
闘
す
る
所
無
く
し
て
、
面
も
利
養
貪
求
の

欲
念
よ
り
之
を
詐
稲
す
る
に
於
て
と
や
‘
其
の
．
非
威
儀
知
る
べ
き
で
あ
る
、
佛
の
彼
等
を
呵
せ
ら

れ
し
所
以
は
、
妄
説
の
謡
因
と
，
咎
む
る
の
み
な
ら
ず
、
却
つ
て
後
日
、
在
俗
の
信
用
と
害
し
、
其
偽
の
布

佛
の
日
く
、
『
世
に
二
大
賊
有
り
、
ー
は
賓
に
浄
行

施
と
辮
ぜ
ざ
る
に
至
る
を
怖
れ
た
為
め
で
あ
る
。

に
非
ず
し
て
自
ら
浄
行
と
稲
す
る
者
、
二
は
口
腹
の
為
め
ゥ
故
に
興
賓
己
有
に
非
ず
し
て
、
上
人
法

此
の
中
、
盗
と
以
て
人
の
飲
食
を
受
く
る
妄
語
は
最
も
大

か
く
て
、
泄
尊
は
、
種
々
方
便
し
て
婆
装
河
畔
の
比
丘
と
叱
責
し
、
『
此
愚
人
、
多
種
有
漏
庭
、

最
初
犯
戒
』
と
て
、
自
今
ギ
十
句
義
の
為
め
戒
律
を
結
制
し
‘
戒
文
営
に
次
の
如
く
説
く
べ
し
と
て
．
『
若
比

丘
、
賓
無
所
知
、
．．．．． 
虚
証
妄
語
、
是
比
丘
波
羅
夷
、
不
共
住
』
と
宜
脱
＄
れ
．
た
と
云
ふ
。

一
因
縁
で
あ
る
。

但
し
‘
此
れ
丈
け
で
は
、
前
掲
戒
文
中
に
在
る
『
除
増
上
慢
』
・
(n.fiiiatraadhimi"tna~ 

爾
は
次
の
如
さ
第
二
因
緑
諏
に
依
て
語
ら
れ
て
居
る
。

最
勝
妙
法
を
證
得
し
た
と
云
ふ
。

原
姶
俯
園
に
於
け
る
比
丘
の
梯
重
罪

之

が

制

戒

の

第

を
得
た
り
と
、
大
衆
中
に
妄
説
す
る
者
。

賊
た
b
、』と。

に
誇
聞
す
べ
含
者
で
な
い
。

詭
‘
況
復
無
宜
而
向
人
設
』
と
呵
責
す
。

の
因
縁
は
不
明
で

稗
力
上
人
法
の
如
さ
‘
瑕
令
‘
之
を
有
す
る
と
も
、
徒
ら
に
俗
耳



‘ 1308 

哲

學

研

究

，

第

五

十

七

鶉

丘
波
羅
夷
不
共
住
‘
而
我
慢
心
自
言
我
得
道
、
後
勤
方
便
‘
精
進
不
憬
‘
證
最
上
勝
法
‘
我
牌
無
犯
波
羅
夷

耶
、
今
嘗
云
何
』
と
。

牲
い
て
同
僚
の
比
丘
に
語

9̀
『
善
哉
大
徳
‘
為
我
白
佛
‘
随
数
勅
‘
我
嘗
奉
行
』
と
求
め

た
の
て
詣
の
比
丘
‘
此
の
因
縁
を
以
て
佛
に
自
す
。
佛
、
時
に
無
敷
方
餌
し
て
、
頭
陀
端
厳
、
少
欲
知
足

専
ら
出
離
を
築
し
む
者
を
讃
散
せ
ら
れ
、
妄
語
戒
文
を
補
正
し
て
『
増
上
慢
者
不
犯
」
と
作
し
｀
以
て
前

掲
の
如
き
大
妄
語
戒
文
を
得
た
と
云
ふ
事
で
あ
る
。
斯
く
て
制
戒
因
縁
と
畢
り
、
以
下
‘
戒
文
解
秤
。

犯
相
判
別
論
に
入
っ
て
説
明
し
て
あ
る
の
が
、
『
四
分
律
』
の
内
容
で
あ
る
。

増
上
慢
と
は
、
自
負
慢
心
を
以
て
、
軽
々
に
事
を

信
じ
、
自
得
大
道
を
速
断
す
る
徒
を
指
す
の
て
．
全
く
根
提
無
さ
撹
涯
を
虚
構
臆
説
す
る
妄
詰
IIR

者
の

意
で
は
あ
る
ま
い
。
多
少
道
を
得
た
る
時
、
直
に
無
上
大
道
を
證
得
し
た
る
か
の
如
く
誇
大
妄
信

す
る
軽
躁
家
を
増
上
慢
と
云
ふ
の
で
あ
る
以
卜
『
四
分
律
』
が
何
等
根
握
無
さ
妄
語
よ
り
、
後
、
登
憤
努

大
道
具
智

力
し
て
勝
果
に
到
逹
せ
る
比
丘
を
不
犯
と
し
た
様
に
博
ふ
る
の
は
其
の
嘗
を
得
ぬ
。

所
を
見
る
と
‘
除
外
例
を
設
け
ら
れ
た
主
意
が
、
今
少
し
朋
瞭
に
な
る
と
思
ふ
。

思
之
、
紳
通
妙
力
の

上
人
法
は
、
佛
格
偉
大
の
標
識
で
あ
り
‘
凡
俗
沙
門
の
到
底
窺
知
す
可
ら
ざ
る
妙
境
涯
で
あ
る
か
ら

之
に
付
て
軽
々
に
流
設
風
談
す
る
の
非
な
る
事
は
云
ふ
迄
も
な
か
ら
ぅ
゜

に
闘
し
荀
も
虚
構
妄
語
す
る
者
は
、
何
を
不
犯
と
云
は
る
べ
さ
。

ー
は
妄
説
の
罪
業
ン

此
の
邊
は
他
の
諸
律
の
俯
ふ
る

此
の
増
上
慢
比
丘
の
主
旨
は
、
奈
邊
に
在
る
か
。

六
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六

安
居
の
首
め
に
は
大
衆
集
つ
イ
9
‘
爾
後
の
敷
ヶ
月
中
、
如
何
に

慇
む
貼
も
あ
り
、
一
は
之
に
依
て
、
僧
園
修
行
向
上
の
深
趣
を
軽
蔵
蔑
俯
さ
る
ヽ
怖
れ
が
あ
る
。

し
、
紳
力
解
脱
の
如
き
、
者
久
長
老
の
大
上
座
に
あ
ら
で
は
、
妄
り
に
獲
得
＄
る
可
さ
に
も
非
ず
、
他
語

す
る
べ
き
に
も
非
る
か
ら
で
、
僧
園
の
椎
威
を
保
つ
必
要
上
か
ら
も
‘
妄
説
上
人
法
の
謳
は
容
易
に

考
へ
ら
る
ヽ
と
思
ふ
。

然
る
に
他
の
諮
律
を
参
照
す
る
と
．
不
分
明
の
貼
は
、
殆
ん
ど
解
繹
＄
る
ヽ
様
で
あ
る
か
ら
‘
此
に

注
意
す
ベ
・
さ
要
謡
を
到
考
し
て
見
よ
う
。

諄
に
な
る
。

成
れ
る
事
は
同
じ
で
あ
る
が
、
閥
の
内
容
は
多
少
異
つ
て
居

b
且
つ
‘
戒
文
解
繹
の
終
り
に
臨
み
、
八

個
の
事
例
を
列
記
し
て
、
目
連
等
の
妄
語
に
闘
す
る
佛
の
無
犯
辮
護
説
が
學
げ
て
あ
る
。
此
の
事

例
列
記
の
形
は
．
「
有
部
毘
奈
耶
』
や
南
方
律
に
酷
似
せ
る
煕
て
、
又
‘
史
上
注
意
す
べ
さ
賜
係
を
物
語
る

『
＋
誦
律
」
で
は
．
乞
食
難
得
の
因
縁
中
、
多
く
苦
痛
を
受
け
し
比
丘
は
、
橋
薩
羅
に
赴
け
る

且
つ
「
諧
佛
在
世
法
歳
―
一
時
大
會
、
春
末
後
月
、
夏
末
後
月
』
の
-

者
と
し
て
あ
っ
て
．
毘
含
離
と
は
な
い
。

句
は
、
郎
ち
安
居
の
前
後
、
佛
弟
子
の
皆
‘
佛
所
に
集
つ
て
證
問
す
る
風
を
謂
ふ
の
て
言
『
五
分
律
』
に
は
『
諸

佛
常
法
、
二
時
大
會
、
春
夏
末
月
‘
詣
方
比
丘
‘
皆
来
問
説
』
と
あ
り
、
『
有
部
毘
奈
耶
』
で
は
、
之
を
、
五
月
十
五
日

及
び
八
月
十
五
日
と
営
て
ヽ
あ
る
。

原
始
倫
固
に
於
け
る
比
丘
の
極
重
罪

先
づ
『
十
誦
律
』
に
付
て
見
る
に
、
制
戒
因
縁
の
一

1

者
よ

b

も
他
の
三
罪
と
似
た
動
機
か
ら
で
あ
る
こ
と
言
ム
迄
も
な
い
。

此
の
識
は
後
に
論
評
し
よ
う
。

佛
が
此
等
諧
勘
の
必
要
に
逼
つ
て
、
比
丘
極
重
罪
の
一
に
之
を
加
へ
た
の 蓋
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第
三
に
比
丘
飲
食
供
養
の
為
め
に
、
過
人
幽
法
を
妄
説
す

．
る
者
之
を
興
の
大
賊
と
云
ふ
。
か
く
て
佛
1

偶
と
賦
ず
、
『
比
丘
未
得
道
、
自
説
言
得
逍
、
天
人
中
大
賊

掘
謳
破
戒
人
、
是
擬
人
身
壊
‘
営
堕
地
獄
中
』
と
。
『
説
一
切
有
部
律
』
に
も
亦
、
世
間
に
三
大
．
賊
有
り
と
す

0
 
0
 
0
 

・
る
が
南
方
律
や
『
五
分
律
』
は
世
間
有
五
大
賊
と
し
て
あ
る
。
蓋
し
．
『
四
分
律
』
は
此
等
と
縮
撮
し
て
二
．

大
賊
と
し
、
却
つ
て
顕
著
な
る
到
照
を
映
ず
る
事
に
努
め
た
結
果
で
あ
ら
う
と
思
ふ
●
又
、
第
二
因

縁
た
る
除
増
上
慢
の
話
は
、
次
の
如
く
な
っ
て
居
る
。
佛
橋
薩
羅
に
在
り
し
頃
、
諸
比
丘
、
空
閑
慮
に

在

つ

て

修

行

す

る

者

あ

b
、
別
相
観
に
因
つ
て
定
と
得
た
る
後
、
貪
欲
臓
惑
起
ら
ず
、
乃
ち
自
ら
念
人
、

「
我
已
得
逍
、
所
作
已
癬
』
と
。
纏
て
佛
所
に
詣

9
、
『
我
是
阿
羅
漢
、
生
分
巳
盛
‘
夏
不
受
身
」
と
白
す
。
然
る

に
、
後
、
衆
落
に
近
含
僧
房
中
に
蓬
住
す
る
に
造
び
、
敷
々
女
人
を
見
る
が
故
に
、
復
‘
煩
憬
欲
念
を
生
じ

彼
等
今
や
自
ら
顧
み
‘
て
昔
日
の
大
言
と
恥
ぢ
、
相
資
め
て
日
ぅ
『
我
曹
空
無
過
人
法
、
自
説
言
得
」

以
て
他
の
比
丘
に
懺
悔
す
る
や
、
他
の
比
丘
之
を
佛
に
白
す
。

と。
9
 
J
O
 

ー 僧
賊
て
、
此
の
二
者
偕
に
小
賊
と
云
ふ
。

六
四
≪

し
て
暮
す
べ
ぎ
か
の
佛
勅
を
受
く
る
會
合
て
、
安
居
の
尾
り
に
は
、
前
敷
月
中
の
生
活
に
就
て
佛
に

0

0

0

 

白
し
、
且
つ
僧
園
相
互
の
慰
問
を
交
換
す
る
大
會
で
あ
る
。
又
、
前
に
は
、
世
間
に
一
ー
大
賊
有
り
と
の

0
 
o
 o.・o 

響
喩
が
、
此
で
は
、
『
世
間
有
一

1

一
種
大
賊
』
と
し
て
あ
る
。
第
一
は
強
窃
盗
の
類
、
第
二
は
、
比
丘
有
り
、
四
方

衆

僧

の

園

林

に

往

5

て
花
果
、
財
物
、
飲
食
等
を
賣
つ
て
自
活
し
、
或
は
知
識
の
白
衣
に
典
ふ
る
等
の

哲

學

研

究

第

五

十

七

緯

佛
、
種
々
の
因
縁
と
以
て
戒
と



1311 

原
始
俯
園
に
於
け
る
比
丘
の
極
諏
罪

も
後
、
偶
々
縣
縁
に
獨
れ
て
道
を
失
ふ
に
到
っ
た
の
て
、
前
得
後
失
、
途
に
妄
語
に
等
し
い
結
果
に
陥

っ
た
繹
て
、
之
を
も
同
様
、
大
妄
語
直
罪
と
す
る
は
、
聯
か
嘗
と
得
な
い
邊
が
有
る
か
ら
以
て
除
外
例

と
＄
れ
た
の
で
あ
る
。
『
四
分
律
』
が
前
無
後
得
の
結
果
、
自
ら
恥
ぢ
た
の
と
、
形
の
上
に
於
て
反
到
の

吾
人
は
寧
ろ
『
十
誦
』
の
博
の
肯
楽
に
嘗
れ
る
を
信
ぜ
ざ
る
を
得
ぬ
。
『
有
部
毘

然
る
に
、
如
何
な
る
者
か
『
五
分
」
『
僧
祇
』
等
は
『
四
分
』
と
似
た
話
と
な

奈
耶
』
も
亦
斯
の
如
く
で
あ
る
。

っ
て
居
り
、
詢
者
『
五
分
』
で
は
、
初
無
後
得
の
増
上
慢
三
例
と
畢
げ
裕
『
有
五
種
現
過
人
法
』
と
て
、
此
の
中

に
除
外
例
の
妄
語
を
出
し
て
あ
ク
、
後
者
『
僧
祇
』
で
は
初
得
後
失
復
後
得
の
一
1

一
段
に
停
へ
て
居
る
。

要
之
‘
此
等
の
除
外
例
は
．
、
全
く
の
空
構
妄
言
で
な
い
か
ら
極
重
罪
に
は
せ
ぬ
と
の

1

、
酷
と
見
れ
ば

尚
ほ
『
十
誦
律
』
で
は
、
罪
性
判
別
論
の
終
う
｀
八
事

，
足
る
の
て
、
他
は
他
設
の
形
式
相
述
論
に
過
ぎ
ぬ
。

例

を

記

し

て

居

る

の

が

特

長

で

あ

る

が

、

大

要

は

次

の

様

で

あ

る

。

．

1

一
時
長
老
大
目
拠
連
、
逸
日
閲
幌
山
に
在
つ
て
無
所
有
空
定
に
入
り
、
阿
修
羅
城
中
、
伎
築
の
昔
降

（
 

有
る
と
聞
．
さ
‘
還
つ
て
之
を
比
丘
に
告
げ
た
所
、
諧
の
比
丘
‘
目
連
を
咎
め
て
曰
く
、
『
何
有
是
慮
、
入
無
色

定
、
嘗
見
色
聞
降
、
何
以
故
、
若
入
無
色
定
‘
破
壊
色
相
、
捨
離
聾
相
‘
汝
空
無
過
人
法
、
故
作
妄
語
、
汝
目
連
．
應

話
と
な
っ
て
屈
る
。

六
五

・
持
戒
と
を
讃
し
、
戒
文
．
巾
『
除
増
上
慢
』
の
特
赦
を
記
入
さ
れ
た
と
云
人
。
之
が
第

1

・
一
因
縁
で
あ
る
が
、

事
理
極
め
て
明
白
、
前
の
得
道
宜
言
は
全
く
｛
仝
無
の
妄
説
で
な
く
、
其
の
時
・
は
寅
際
で
あ
つ
け
れ
ど
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に
合
成
さ
れ
て
第
一
に
載
せ
ら
る
。

諸
の
比
丘
‘
目
連
を
資
め
、
佛
，
彼
を
辮
ず
る
事
前
段
の
如
し
．
＂

(Vrjji)
を
破
っ
た
の
て
比
丘
目
連
の
差
語
を
呵
責
す
。

佛
‘
又
‘
目
連
の
無
犯
を
楷
じ
、
先
に
は
跛
者
の

捜
治
謳
逍
』
と
。

後
佛
之
を
知
り
、
『
目
連
但
見
前
事
、
不
見
後
事
・
・
・
・
・
滴
心
想
説
、
無
罪
』
と
判
ぜ
ら
れ
た

と
云
ふ
。
『
有
部
律
』
で
は
目
連
五
種
因
緑
中
の
第
五
が
之
に
相
営
し
‘
且
つ
、
含
衛
國
に
在
つ
て
の
出

来
事
と
し
て
、
入
定
中
、
象
の
吼
繋
を
聞
く
事
と
な
っ
て
居
る
。

（
一
時
、
諸
の
比
丘
目
述
に
問
人
『
多
浮
陀
河
(
T
a
p
t
i
'
l
r
n
d
●
)
水
、
従
何
虞
来
』
と
c

‘
栃
逹
池
中
来
』
と

J

諸
の
比
丘
‘
呵
し
て
日
う
『
阿
褥
逹
池
‘
其
水
甘
美
、
有
八
功
稔
‘
此
水
沸
熱
馘
苦
、
何
有

此
事
・
・
・
・
故
作
妄
語
』
と
。
佛
之
を
知
女
判
じ
て
目
連
の
無
犯
を
辮
じ
‘
便
ち
『
阿
褥
逹
池
‘
去
此
極
涼
、

是
水
本
有
八
功
徳
‘
甘
美
‘
網
歴
五
百
小
地
獄
上
来
、
是
故
鍼
熱
：

．．． 
目
連
賓
語
無
犯
』
と
。
『
有
部
律
』
の

第
四
話
之
に
常
る
。

（
目
連
一
時
、
入
定
し
て
、
跛
者
の
夜
叉
‘
摩
端
陀
の
夜
叉
と
共
に
闘
ひ
、
彼
を
打
破
る
朕
を
見
る
。

便
ち
‘
還
つ
て
此
を
比
丘
に
語
る
。

民
勝
ち
し
事
有
り
後
、
又
破
れ
し
の
み
と
判
ぜ
ら
れ
た
。

4

目
連
、
又
、
入
定
中
、
夜
叉
の
戦
争
を
観
て
、
『
隊
喝
陀
入
‘
営
破
跛
者
人
』
と
預
言
す
。

却
つ
て
勝
つ
c

後
、
戦
有
り
、
版
背

以
上
二
話
は
「
有
帥
律
」

哲

學

研

究

第

五

十

七

猿

目
連
答
人
『
此
水
従
阿

後
幾
程
も
な
く
、
摩
喝
陀
の
阿
闊
世
王
(Ajatn-9atru)
却

つ

て

跛

者

六
六
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修
羅
王
、
以
手
接
去
‘
置
大
悔
中
』
と
。

が
‘
此
の
話
の
如
さ
屯
『
有
部
律
』
で
は
、
第
七
日
に
少
雨
有
り
し
事
と
し
．
又
‘
屋
益
を
整
ふ
る
事
は
無
く

し
て
農
夫
．
已
に
雨
を
預
期
し
‘
揺
種
耕
田
し
て
水
を
望
ん
だ
有
様
に
僻
へ
て
居
る
。

7

一
時
、
長
老
渉
伽
陀
（
善
来
、
S
v
,
i
g
1
L
h
)
‘
詣
の
比
丘
に
語
る
『
我
入
祁
定
‘
能
令
阿
鼻
地
獄
上
至
阿
伽
駄

旺
天
(
A
k
a
1
1
i
溢
h
a
J
、
洲
其
中
火
』
と
。

子
能
作
大
火
従
阿
鼻
地
獄
‘
極
至
梵
世
、
汝
空
無
過
人
法
‘
故
作
妄
語
：
・
:
應
按
治
靡
造
』
と
。

判

じ

C
説
く
、
『
若
比
丘
‘
依
初
祠
修
如
意
足
得
帥
通
力
、
従
阿
鼻
地
獄
、
上
至
阿
伽
賦
陀
天
、
自
在
能
禍
・
甲

原
始
佗
固
に
於
け
る
比
丘
の
柚
重
罪

六
七

佛
．
乃
ち

詣
の
比
丘
‘
之
を
信
ぜ
ず
却
つ
て
咎
め
て
云
ふ
『
何
有
是
総
‘
蜂
聞
弟

あ
る
が
、
但
し
、
少
し
趣
を
異
に
す
。

線
じ
て
、
以
上
目
連
の
五
種
因
縁
は
、
皆
多
少
の
相
違
を
免
れ
史

故
に
目
連
無
犯
と
云
ふ
。
『
有
部
律
』
の
第
二
話
‘
之
に
賞
る
者
で

雨
氣
無
し
詣
の
比
兵
目
連
の
妄
説
過
人
法
を
呵
す
。

佛
の
日
＜
、
『
是
七
日
時
、
賓
有
大
悧
、
有
羅
眼
阿

5
目
連
‘
晨
朝
、
持
鉢
整
衣
、
行
乞
に
出
で
ヽ
居
士
の
合
に
到
る
。

人
、
腐
生
男
女
』
と
、
目
連
便
ち
『
生
男
』
と
預
言
す
。
後
一
外
逍
梵
志
有
り
、
相
し
て
「
生
女
』
と
言
ふ
。

居
士
問
人
『
大
徳
目
連
‘
是
妊
身
婦

し
て
後
、
女
兒
を
産
ん
だ
の
で
、
他
の
比
丘
之
を
聞
芝
目
連
の
妄
説
を
詰
る
や
、
佛
、
又
、
癖
謡
し
て
曰
う

『
此
肋
此
女
是
男
、
後
轄
為
女
‘
目
連
商
心
想
説
‘
無
犯
』
と
。
・
『
有
部
律
』
十
の
五
種
因
縁
中
、
第
三
之
に
嘗
る
。

6

或
時
、
大
旱
に
會
す
。
目
連
入
定
し
て
観
る
に
、
『
却
後
七
日
、
天
嘗
大
雨
‘
溝
坑
滴
溢
』
と
知
る
。
詣

の
城
邑
人
民
‘
之
を
聞
い
て
大
に
歓
喜
し
‘
衆
務
を
捨
て
ヽ
屋
益
を
覆
ひ
、
相
待
っ
と
‘
七
日
‘
然
も
遂
に 果
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笛

五

十

七

鶉

火
：
・
：
・
日
翌
渉
伽
陀
：
・
：
善
修
如
意
足
‘
得
大
神
通
‘
・
…
・
賞
語
無
犯
」
と
。

8

一
時
、
長
老
輸
毘
陀
S
o
b
h
i
t
品
）
諧
の
比
丘
に
語
る
｀
『
我
一
念
中
、
能
識
宿
命
五
百
劫
事
』
と
。

丘
‘
之
を
信
ぜ
ず
、
葬
聞
弟
子
の
能
く
一
念
中
に
賎
得
る
所
に
非
ず
と
す
。
其
の
妄
説
上
人
法
と
以

て
佛
に
白
す
や
、
佛
日
＜
、
『
是
人
前
店
、
従
無
想
天
命
終
、
来
生
此
間
、
無
想
天
上
、
受
五
百
劫
：
．．． 
譴
心
想

無
犯
』
と
。
以
上
は
『
十
誦
』
の
八
事
例
て
、
此
の
中
初
六
は
『
有
部
律
』
に
も
在
る
が
、
後
二
は
全
く
他
の
漢

繹
律
中
見
得
ざ
る
所
て
、
獨

b
之
が
巴
利
律
に
悔
つ
て
居
る
の
み
で
あ
る
。
又
、
一
證
の
叙
述
極
め

て
簡
明
『
四
分
』
の
如
<
‘
理
論
化
‘
哀
象
化
し
た
訥
の
少
な
い
の
は
、
興
味
有
る
謡
で
あ
る
。

更
に
．
『
五
分
律
』
に
就
て
見
る
に
、
一
一
種
制
戒
因
縁
中
、
乞
食
難
得
の
話
に
於
て
は
、
前
二
律
が
、
毘
含
離

又
は
虚
屈
薩
羅
に
往
け
る
安
居
比
丘
の
困
苦
と
語
る
に
反
じ
、
此
で
は
｀
摩
端
陀
へ
往
け
る
事
と
な
っ

て
居
る
の
と
蓬
人
法
の
名
稲
を
多
く
列
畢
し
て
、
四
祠
‘
四
無
最
廓
、
四
無
色
定
、
四
念
慮
‘
八
正
道
分
、
三

解
脱
門
、
八
解
臆
九
次
第
定
、
十
一
切
入
、
十
直
逍
‘
堅
信
堅
法
‘
四
沙
門
果
三
明
、
六
通
益
す
と
し
て
あ
．
る
の

と
及
び
、
世
間
に
五
大
賊
有
り
と
説
い
た
位
が
、
注
怠

t
べ
さ
眺
で
あ
ら
う
。
｀
五
大
賊
と
は
｀
第
一
『
作

百
人
至
千
入
考
破
城
豪
落
‘
害
人
取
物
。
』
第
一

1

『
有
謳
比
丘
、
牌
諸
比
丘
遊
行
人
間
、
邪
命
説
法
。
」
第
三

『
有
賑
比
丘
、
於
佛
所
説
法
、
自
稲
是
我
所
造
。
』
第
四
、
ニ
有
悪
比
丘
、
不
修
梵
行
‘
自
言
我
修
梵
行
。
』
第
五
、
『
有

悪
比
丘
、
銹
利
荏
故
、
杢
無
過
人
法
、
自
稲
我
得
。
』
而
し
て
、
此
の
中
、
第
五
を
名
け
て
、
一
切
世
間
、
天
、
人
、
魔
、

哲

學

研

究

六
八

諧
の
比
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ぐ
『
有
五
稲
現
過
人
法
、

1

者
愚
痰
、
二
者
胤
心
、
三
者
随
悪
、
四
者
増
上
慢
五
者
賓
有
，

尚
ほ
壻
上
慢
比
丘
の
話
は
、
租
々
趣
と

異
に
し
て
次
の
様
に
記
す
。
佛
含
衛
國
に
在
り
し
唄
‘
衆
多
の
少
聞
比
丘
‘
不
學
不
問
に
し
て
、
憂
も

過
人
法
に
闘
知
す
る
所
無
合
に
、
自
ら
我
知
我
見
‘
我
證
と
傲
語
し
て
居
っ
た
が
、
後
時
、
詣
の
比
丘
得

道
未
得
道
の
相
を
購
論
す
る
を
聞
§
‘
乃
ち
前
非
を
悟
つ
て
断
愧
心
を
薇
し
、
以
て
妄
語
重
罪
を
犯

す
に
非
ず
や
と
案
ず
。
中
に
は
後
悔
の
次
で
諾
純
を
廣
學
し
て
愧
念
を
生
じ
『
如
我
今
解
佛
所
説

法
、
先
未
得
謂
得
‘
是
増
上
慢
、
賭
無
犯
波
羅
夷
罪
』
と
恩
ふ
者
も
あ
る
。
叉
或
は
螢
奮
精
勤
汎
＜
梵
行

を
修
し
了
つ
て
道
果
に
入
り
妄
語
の
前
罪
を
悟
る
者
も
あ
る
。
彼
等
は
皆
‘
始
め
己
が
妄
語
と
知

、
ら
ず
後
修
行
進
む
に
つ
れ
て
之
を
悔
知
し
壻
上
慢
と
悟
っ
た
の
で
、
全
く
利
養
縣
心
よ
り
で
は
な

緑

便

ち

増

上

慢

の

比

丘

に

告

若
愚
痰
、

IL
心
‘
増

上
樫
‘
質
有
而
自
言
我
得
、
犯
波
羅
夷
者
、
無
有
是
慮
』
と
a

種
現
上
人
法
中
、
重
罪
と
見
る
は
‘
随
臨
の
一
で
あ
る
。

之
れ
、
利
養
貪
杯
女
の
欲
念
よ
り
起
る
妄
語
を

云
ふ
の
で
、
培
上
慢
の
如

g
、
多
く
は
却
つ
て
向
上
の
一
路
に
進
む
好
刺
戟
と
な
っ
て
居
る
観
が
あ

る
か
ら
‘
之
を
前
渚
と
詞
日
に
論
ず
る
の
不
雷
な
る
は
言
を
埃
た
ぬ
。

は
他
の
律
よ
9
‘
比
較
的
．
朋
瞭
で
あ
る
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

原
始
俗
園
に
於
け
る
比
丘
の
柚
重
罪

か
っ
た
事
勿
論
で
あ
る
。

六
九

要
之
、
以
上
『
五
分
律
』
の
設
朋

以

上

が

増

上

慢

除

外

の

因

緑

で

あ

る

が

五

彼
等
は
、
阿
難
に
臼
l
‘
阿
難
‘
佛
に
側
ふ
。

梵
‘
沙
門
婆
羅
門
中
の
最
大
賊
と
な
す
と
説
か
れ
て
あ
る
。
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往
秤
‘
闘
王
有
り
、
二
罰
鵡
を
愛
養
す
。

能
く
人
語
す
る
を
以
て

且
つ
‘
佛
は

又
、
終
り
に
大
衆
部
律
に
就
て
見
る
と
、
制
戒
因
縁
の
二
者
よ
り
成
れ
る
煕
は
前
同
様
で
あ
る
が

倶
に
、
合
術
國

k
於
け
る
出
来
事
と
し
‘
乞
食
難
得
の
詰
に
就
て
も
、
何
等
時
世
況
媒
飢
餓
穀
貴
の
朕

を
逃
べ
ず
‘
且
つ
、
慢
心
比
丘
は
始
め
道
を
得
、
後
失
ひ
‘
復
た
阿
羅
漢
を
成
ぜ
る
こ
と
と
な
っ
て
居
る

て
‘
羅
列
的
戒
文
説
明
の
畢
り
に
『
世
尊
於
含
衛
城
、
成
佛
六
年
冬
分
第
四
半
月
十
＝
JI

日
、
食
後
東
向
坐

三
人
半
影
‘
為
棗
落
衆
多
比
丘
、
制
此
戒
‘
及
増
上
慢
比
丘
‘
已
制
営
随
順
行
、
是
名
随
順
法
』
の
重
要
な
る

1

句
を
結
ぶ
。

の
由
を
述
ぶ
。

若
し
果
し
て
『
僧
祇
律
』
所
偉
の
年
紀
を
信
ず
べ
し
と
な
ら
ば
‘
波
羅
夷
戒
法
は
成
逍

五
年
冬
分
よ

9
六
年
冬
分
咬
で
、
一
年
の
間
に
姉
、
盗
殺
妄
語
の
順
次
に
、
次
第
結
制
さ
れ
た
事
と
な

る
。
先
づ
邁
人
法
を
妄
語
し
て
衣
食
を
欺
受
し
た
話
か
ら
見
る
｛
し
‘
此
に
は
二
話
と
二
過
去
因
縁

0
 
0
 
0
 
0
 

と
を
愧
．
ふ
。
佛
、
合
衛
國
に
在

9
し
時

1

衆
落
中
に
二
衆
が
安
居
し
て
居
っ
た
。
安
居
畢
b
‘
佛
所

に

還

集

す

る

に

及

び
1

衆
は
乞
食
難
得
、
衣
服
不
足
の
旨
と
臼
し
、
他
衆
は
乞
食
易
得
、
多
得
安
居
衣

佛
、
前
者
を
讃
し
、
後
者
を
叱
責
せ
ら
れ
『
批
問
八
法
常
随
世
人
、
世
人
亦
常
随
泄
八
法
』

と
て
、
所
謂
利
、
不
利
｀
稲
、
小
稲
‘
魯
‘
毀
‘
築
‘
苦
、
の
八
法
に
迷
動
芯
れ
ざ
ら
ん
事
を
訓
へ
ら
る
。

今
世
八
法
を
数
ふ
る
の
み
な
ら
ず
、
過
去
世
に
在
つ
て
も
‘
亦
之
を
設
け
b
と
て
其
の
因
縁
を
設
く
。

名
を
羅
大
及
び
波
羅
と
呼
ぶ
。

酷
が
注
意
す
べ
さ
者
で
あ
る
。

其
の
間
、
此
の
律
の
特
色
た
る
過
去
因
縁
談
が
三
者
も
挿
人

3
れ

哲

學

研

究

第

五

十

七

撃

f

七
0
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と
附
す
。
＇

原
始
俯
閲
に
於
け
る
比
丘
の
極
頂
罪

七

還
り
仙
窟
に
坐
し
て
呪
願
獣
然
た
b
o

往
昔
、
非
時
連
雨
有
b
‘
七
日
止
吐
ず
‘
放
牧
者
、
為
め
に
七
日
出
で
ず
。

時

に

一

餓

猥

あ

り

人。 今
や
彼
に
逗
っ
た
。

大
答
へ
て
説
く
『
利
衰
及
毀
欅
、
稲
毀
若
苦
栗
‘
斯
皆
非
常
法
、
何
足
致
憂
喜
』
と
。

か
ら
ず
し
て
利
養
を
失
す
ぺ
し
と
預
期
せ
し
如
く
、
漸
々
長
大
し
て
毛
光
悪
化
形
貌
苦
襲
し
、
王
之

を
遠
け
て
脱
合
の
槽
柱
に
繋
ぐ
や
、
一
日
王
子
の
食
を
手
に
し
て
近
づ
く
を
見
、
衣
を
裂
い
て
隈
と

奪

っ

た

の

で

王

忽

も

赫

怒
1

慇
の
下
に
打
殺
し
了
る
。

考
未
然
を
預
知
す
。

時
に
波
羅
｀
羅
大
に
謂
つ
て
曰
く
B
汝
は
賢

狼
兒
打
殺

3
れ
、
今
や
塑
中
‘
晏
陀
(
m
a望
la)
の
食
と
化
せ
り
』
と
。

の
羅
大
は
我
身
之
れ
‘
波
羅
と
は
今
の
阿
難
昔
も
今
も
、
八
法
を
以
て
数
へ
た
り
』
と
、
時
に
一
比
丘

有
り
、
妄
語
を
悔
い
一
し
後
再
び
犯
＄
ゞ
ら
ん
を
警
つ
て
居
た
が
偶
々
、
市
井
に
入
っ
て
食
を
乞
ふ
や

『
長
老
汝
於
浬
果
、
有
所
得
不
』
と
問
は
る
ヽ
に
會
す
。

始

め

幾

度

と

な

く

無

道

果

を

打

開

け

て

居

た

が
日
時
過
ん
た
す
る
も
飯
食
を
得
ず
、
為
め
に
再
び
自
讃
道
果
を
敢
て
し
、
食
を
求
め
廻
っ
た
と
い

異
比
丘
之
を
咎
め
『
長
老
須
央
妄
語
須
央
宜
語
』
と
な
し
、
以
て
佛
に
白
す
。

食
と
追
ふ
て
七
村
を
巡
り
‘
逼
く
求
め
て
、
一
物
を
得
ず
。

佛
の
曰
く
『
叫

佛
の
日
く
『
此
長
老

但
に
今
日
、
薄
志
弱
意
に
し
て
軽
躁
な
る
の
み
な
ち
ず
、
過
去
世
に
於
け
る
亦
然
り
』
と
て
、
以
F
‘
因

縁

か

く

て

禰

狼

も

久

し

波
羅
乃
ち
漑
い
て
日
く
『
今
や
我
等
の
上
鑽
、
狼
兒
の
為
め
に
奪
は
る
』
と
。

羅

王
の
愛
念
を
受
け
金
籠
に
在
つ
て
同
案
の
食
を
得
。

時
に
大
臣
、
狼
兒
を
上
る
者
あ
り
、
王
の
愛
念
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天
帝
膵
‘
猿
の
守
齋
を
奇
特
と
し
‘
之
を
試
さ
ん
と
し
て

餓
猥
忽
ち
躍
進
、
無
上
の
輻
食
を
嗽
は
ん
と
す
る
や
‘
已
に
し
て
羊
、
化
し
て
猛
狗
と
成
b
‘
却
つ
て
狼

を
反
嗽
せ
ん
と
す
。
猥
怖
れ
て
故
窟
に
退
§
‘
又
次
で
跛
羊
現
じ
恙
子
出
づ
る
も
‘
腿
々
追
う
て
‘
其

の
化
現
た
る
を
知
り
‘
遂
に
退
い
て
止
ん
だ
と
云
ふ
。
此
の
猥
は
‘
耶
ち
今
の
妄
語
比
丘
な
り
と
て
、

『
若
有
出
家
人
持
戒
心
軽
躁
、
不
能
捨
利
養
‘
猶
如
猥
守
齊
』
/
1

一
伽
他
を
宜
べ
ら
る
。
か
く
て
戒
文
宣

説
と
な
っ
て
居
る
が
、
郎
ち
、
何
等
餓
饉
等
の
欣
も
見
へ
ず
、
叉
‘
毘
含
離
‘
僑
薩
羅
‘
摩
謁
陀
等
と
、
虞
を
異

に
し
て
安
居
せ
る
に
も
非
ず
、
同
一
慮
に
住
せ
る
事
、
佛
の
呵
設
中
『
有
何
因
縁
．
二
衆
倶
共
‘
依

1

衆
落

安
居
、
「
衆
獨
多
得
供
養
一
衆
不
得
』
シ
あ
る
に
も
見
る
べ
く
此
の
邊
多
少
偲
設
の
形
と
異
に
す
る

を
見
ね
ば
な
ら
ぬ
。
次
に
又
、
第
二
の
制
戒
因
緑
た
る
増
上
慢
比
丘
の
話
に
就
て
も
、
少
し
趣
を
異

に

し

含

衛

城

の

二

比

丘

阿

練

若

慮

に

住

t
、
一
人
、
乃
ち
根
力
覺
逍
を
成
就
し
て
貪
慈
起
ら
ざ
る
に

至
り
『
我
得
阿
羅
瑛
』
と
私
か
に
語
っ
て
居
た
が
、
後
諏
丞
落
に
遊
び
諸
根
を
牧
め
ず
、
止
観
を
麿
し
た
の

で
忽
ち
煩
悩
痕
愛
の
生
ず
る
を
知
り
他
の
比
丘
に
悔
敬
し
た
時
彼
の
比
丘
が
『
長
老
得
稲
得
過
人

法
犯
波
羅
夷
』
上
責
め
た
と
に
な
っ
て
居
る
。
先
の
比
丘
‘
便
ち
宜
情
を
訴
へ
て
日
人
『
我
非
知
面
妄

語
、
細
印
為
宵
耳
』
と
。
佛
之
を
聞
§
‘
且
つ
呵
し
‘
且
つ
楷
じ
て
曰
く
『
是
比
丘
、
非
故
虚
妄
‘
説
得
過
人
法
‘
営

知
此
比
丘
‘
是
増
上
慢
』
と
。
更
に
誨
諭
し
て
告
ぐ
『
汝
嘗
方
便
‘
除
増
上
慢
可
得
羅
漢
』
と
。
彼
れ
大
に

哲

學

研

究

第

五

十

七

腋

一
羊
に
現
化
し
、
便
ち
窟
の
前
畔
に
到
る
。

ヒ
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悟
る
所
あ
り
精
進
力
行
、
慢
心
需
さ
て
遂
に
解
脱
を
成
ず
。

握
つ
て
羅
漢
を
成
ぜ
し
の
み
な
ら
ず
、
往
昔
も
慢
心
を
除
い
て
志
を
得
た
り
』
と
て
‘
其
の
宿
往
諏
を

述
ぶ
。
昔
時
‘
迦
戸
國
に
財
撓
賓
富
三
毒
熾
盛
に
し
て
五
欲
を
恣
に
し
、
乗
車
象
馬
を
役
し
て
塗
香

新
衣
を
築
し
み
、
意
の
有
る
所
、
築
境
忽
ち
到
る
一
人
が
有
っ
た
が
、
貧
窮
婆
羅
門
の
痛
く
之
を
羨
望

す
る
者
が
あ
っ
だ
。
如
何
に
も
し
て
財
賓
を
取
得
し
此
の
築
を
得
ん
者
と
、
婦
に
分
れ
て
海
濱
商

買
の
群
に
投
じ
‘
舶
に
乗
っ
て
悔
洛
の
衆
落
に
到
り
、
方
便
し
て
逐
に
純
金
三
十
二
段
と
摩
尼
珠
十

四
枚
と
を
求
得
し
た
。

彼
れ
欣
喜
措
く
能
は
ず
還
つ
て
悔
よ
り
上
陸
せ
ん
と
す
る
に
臨
み
‘
翫
弄
、

乃
も
之
を
海
中
に
磁
す
。
光
望
勿
守
り
賠
遮
に
去
ら
れ
し
が
如
く
、
彼
の
婆
羅
f
l
J
‘
悲
痛
慟
哭
し
、
木
師

に
走
（
二
し
汲
器
を
作
ら
し
め
、
以
て
大
淘
の
水
を
汲
涸
せ
ん
と
欲
す
。
海
紳
‘
其
の
誠
意
正
心
に
威

じ
賓
を
彼
に
還
典
し
た
と
云
ふ
。
海
紳
と
は
今
の
佛
に
し
て
、
婆
羅
門
は
軽
躁
比
丘
‘
之
で
あ
る
と

云
人
の
て
、
彼
が
精
勤
方
便
し
て
．
慢
を
去
り
、
道
を
成
ぜ
る
に
替
へ
た
諄
で
あ
る
。
．
か
く
て
、
前
掲
の

如
§
戒
文
を
得
、
以
下
‘
其
の
説
朋
に
入
っ
・
て
『
僧
祇
律
』
は
、
此
戒
を
設

5
了
つ
て
居
る
が
、
他
の
諸
律
に

れ
、
何
れ
の
漢
諄
よ
り
詳
述
さ
れ
た
る
を
見
る
。

V
a
j
J
i
J
の
地
に
餓
饉
(
d
n
b
b
l
1
i
k
)
d
1
r
1
)

あ

り

乞

食

難

得

の

所

以

を

以

て

1
比
丘
案
ず
ら
く
『
我
向
無
上
逍

原
始
信
園
に
於
け
る
比
丘
の
極
頂
罪

比
し
、
補
盆
究
削
す
る
所
勘
少
で
な
い
と
思
ふ
。

七

佛
‘
吠
含
離
の
大
林
、
重
閣
諧
堂
に
在
り
し
頃
‘
伐
地

最
後
に
、
南
方
巴
利
律
は
、
全
證
九
段
よ
り
設
朋
＄

佛
‘
亦
‘
之
に
付
．
て
も
『
彼
今
日
我
が
数
に
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目
連
辮
誰
の
話
で
、
第
四
は
目
述
と
長
老
逹
波
陀
('5a
p
n
d
a
)
と
の
話
。

第
五
は
、
頻
毘
婆
羅
王
(
B
i
1
u
b
i
s
u
r
a
)
 

人
之
に
讃
し
或
は
須
陀
垣
‘
斯
陀
含
或
は
阿
那
含
‘
阿
羅
‘
漢
‘
乃
至
三
明
(tevijj0

六
通
(cLaJ1tbhii'i
思
石
を
得
た

り
杯
と
説
く
。

第

五

十

七

鰊

一
婆
装
河
邊
の
居
士
‘
禍
田
と
信
じ
て
要
子
の
分

3
へ
比
丘
衆
に
施
典
す
。

り
‘
佛
所
に
集
る
に
及
ん
で
、
佛
に
之
を
白
し
‘
佛
は
世
間
に
五
大
賊
有
b
(
P

品
e
•

i
m
e
 b
h
i
k
k
h
a
v
e
 m
a
h
a
c
 

0
 r

a
s
a
n
t
o
 
s
a
1
n
v
i
j
j
a
m
a
u
i
i
 lokasmilil.)
と
て
、
其
に
有
せ
ず
し
て
、
過
上
人
法
を
妄
語
す
る
を
最
大
重
罪
な

b
と
数
へ
ら
れ
、
偏
を
設
い
て
式
叉
波
陀
を
前
掲
の
如
く
述
べ
た
と
云
ふ
の
が
、
制
戒
因
縁
の
第
一

爾
の
時
、
多
比
丘
‘
佛
の
記
せ
ら
る
ヽ
に
非
ず
し
て
、
貪
瞑
惑
の
増
上
慢
心
に
由
b
‘
罪
と
知

に
白
す
。
佛
‘
戒
文
を
改
補
し
増
上
慢
を
除
く
意
を
説
明

3
れ
た
と
云
ふ
の
が
第
一
一
因
縁
‘
て
、
此
に

戒
文
は
完
成
し
た
。
諸
律
に
依
て
‘
慢
心
比
丘
の
敷
が
一
致
せ
ず
、
或
は
箪
敷
と
し
‘
或
は
隻
数
と
ー
・

或
は
衆
多
比
丘
と
す
る
が
、
巴
利
は
多
<
の
比
丘
と
あ
る
o

更
に
戒
文
解
秤
ょ
b
‘
終

9
に

七

因

緑

は
‘
佛
、
王
含
城
迦
蘭
陀
竹
園
に
在
り
し
頃
の
事
で
、
長

を
列
す
る
ど
『
＋
誦
律
』
八
項
と
略
ぐ
同
じ
。

老
洛
迦
那
(
L
a
k
k
l
m
苔
）
と
、
磨
詞
目
腱
連
(
m
n
h
a
m
o
g
g
a
l
l
a
n
o
)

.a.J
の
二
人
、
者
問
掘
山
(
G
i
j
j
h
a
k
u
t
epabb~te) 

第
二
、
第
三
も
同
様
、

第
一

に
在
り
、
意
見
の
衝
突
を
来
し
、
佛
‘
之
を
知
つ
て
目
連
の
無
罪
を
辮
護
す
る
話
。

ら
す
、
悪
に
あ
ら
ず
と
思
惟
し
て
妄
語
せ
る
者
あ
り
。

後

疑

を

生

じ

て

阿

難

に

叩

芝

阿

難

之

と

佛

で
あ
る
。

安

居

畢

の
者
と
説
か
ば
、
食
に
苦
し
む
と
無
く
‘
雨
期
を
過
し
得
ん
‘
』
と
。

乃
ち
、
他
の
比
丘
衆
に
告
ぐ
る
や
‘
諧

哲

學

賣

完

七
四
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【
姪
と
、
不
典
取
と
、
過
上
人
法
と
。
此
の
四
波
羅
夷
の
捨
て
ら
る
べ
さ
も
の
た
る
こ
と
疑
な
し
。
】

【
若
作
不
浄
業
、
不
典
取
断
人
、
妄
説
上
人
法
、
斯
皆
不
共
住
。

ull『
説
一
．
切
有
部
毘
奈
耶
』
．

漢
諄
諧
律
に
は
、
前
の
結
語
を
載
せ
て
居
な
い
が
、
之
は
恐
ら
く
、
他
に
波
羅
提
木
叉
．
戒
本
が
別
存
し

。
而
し
て
、

て
居
る
の
で
、
誦
出
用
の
此
の
句
は
、
尊
ら
彼
に
譲
り
、
廣
本
中
、
省
略
し
た
者
と
思
は
る
、

後
の
波
羅
夷
振
頌
の
如
さ
も
‘
獨

b
、
「
有
部
律
』
の
倦
頭
に
在
る
の
み
．
て
、
他
律
は
皆
、
記
し
て
居
ら
ね
。

思
之
、
波
羅
提
木
叉
は
佛
の
在
世
か
ら
既
に
布
薩
(Up9satl11;1,)

會
毎
に
、
上
座
長
老
に
依
て
、
衆
中
誦
出

ざ
れ
た
者
で
あ
る
か
ら
、
斯
る
結
語
振
頌
を
も
必
要
と
し
た
の
で
あ
ら
う
が
、
布
薩
會
が
如
何
に
厳

粛
に
消
浄
沙
門
中
に
行
は
れ
た
か
は
『
貌
戒
挑
度
』
章
の
内
容
を
吟
味
す
れ
ば
判
る
。
制
戒
因
縁
等

が
律
に
依
つ
て
種
々
異
催
あ
る
に
反
し
、
戒
文
は
諧
律
殆
ん
ど
同
意
同
曲
で
あ
る
を
以
て
見
れ
ば
、

波
羅
提
木
叉
は
律
炭
本
の
源
泉
た
る
骨
子
で
あ
っ
た
ら
う
と
思
ふ
°
・
叉
、
彼
の
第
一
結
集
に
臨
ん

事
如
是
持
】
1

1

『
四
分
僧
戒
本
」

哲

臨

・

研

究

第

五

十

七

聾

【
諸
大
低
我
已
説
四
波
羅
夷
法
、
若
比
丘
犯
ー
一
波
羅
夷
法
、
不
得
興
諸
比
丘
共
住
、
如
前
後
亦
如
是
、

．
是
比
丘
得
波
羅
夷
、
不
應
共
住
．
今
問
諸
大
徳
、
是
中
清
浮
不
、
如
是
三
説
諸
大
徳
｀
是
中
清
滓
‘
獣
然
故
‘
是

七
六
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と
も
類
似
黙
の
多
い
の
は
裳
然
で
あ
る
。

行
っ
た
結
果
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

て
、
長
老
優
波
離
の
誦
し
た
律
は
、
比
丘
‘
比
丘
尼
の
一
一
部
の
律
と
あ
る
か
ら
に
は
、
此
の
僧
尼
具
足
戒

の
部
分
て
、
波
羅
提
木
叉
が
其
の
骨
子
て
、
補
ふ
に
制
戒
因
縁
‘
戒
文
解
繹
等
と
以
℃
し
た
形
の
者
で

然
れ
ば
‘
腱
度
‘
附
局
等
の
部
分
は
、
後
人
が
必
要
に
鷹
じ
て
補
足
附
加
し

t

彼
此
濾
想
し
て
見
る
と
、
波
羅
提
木
叉
の
如
岡
に
重
大
な
る

か
ゞ
判
り
、
特
に
其
の
中
、
棒
重
罪
た
る
波
羅
夷
の
深
含
意
義
あ
る
を
想
は
ね
ば
な
ら
ね
。

以
上
、
大
麿
、
四
種
重
罪
戒
の
由
来
因
縁
を
要
述
し
た
積
り
で
あ
る
が
、
果
し
て
佛
結
戒
の
具
意
が

奈
邊
に
存
す
る
八
は
、
次
に
評
論
に
入
っ
て
紺
言
す
る
。
但
し
制
戒
因
緑
と
終
る
に
臨
み
、
一
言
『
有

部
毘
奈
耶
』
た
就
て
、
他
律
と
の
内
容
闘
係
を
違
べ
足
し
て
置
ぎ
度
い
と
思
人
。

］
 

七
凝
然
大
徳
等
の
信
ず
る
所
に
襖
れ
ば
、
『
十
誦
律
』
は
薩
婆
多
部
(Sarvastivadal,1)
郎

ち

設

一

切

有

部

の

［
 

律
と
云
ふ
事
で
あ
る
が
、
義
浮
諄
の
『
説

1

切
有
部
毘
奈
耶
』
と
比
較
す
る
に
、
内
容
の
相
違
著
し
含
者

あ
る
を
登
見
す
ろ
。

る
ヽ
様
で
あ
る

d

而
し
て
『
有
部
毘
奈
耶
』
の
方
が
『
十
誦
律
』
よ
り
遥
か
後
世
成
立
の
色
が
想
見
さ

恩
之
『
十
誦
』
ぱ
‘
根
本
上
座
部
の
律
で
、
義
浄
繹
の
『
有
部
律
』
は
、
佛
滅
後
一

1

一
百
年
の
始

め
、
上
座
邪
よ
り
分
出
し
た
説
一
切
有
部
の
本
律
で
あ
ら
う
。

律
に
違
い
な
い
か
ら
、
自
ら
『
十
誦
律
『
及
び
『
僧
祇
律
』
＇
ふ
祖
似
た
幽
が
勘
く
な
い
。

原
始
俯
団
に
於
け
る
比
丘
の
栂
軍
罪

は
な
か
っ
た
ら
う
か
。

七
七

然
し
『
有
部
律
』
も
上
座
系
統
の
古
い

商

つ

で

亦

南

方

律

大

衆

部

律

に

似

た

形

は

第

一

姫

戒

波

羅

夷

の

内

容

を
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佛
通
戒
の
偶
を
示
し
、
『
一
切
謳
莫
作
、
一
切
善
應
修
逼
調
於
自
心
‘
是
則
諸
佛
数
』
云
々
と
記
し
次
に
、
『
至

0

0

0

 

十
三
年
、
在
佛
栗
氏
國
(Vrjji)
時
翔
蘭
鐸
迦
村
：

．．． 
蘇
陣
那
(Sudinno)••••••• 

』
と
説
い
て
以
下
、
須
陀
那
比

丘
の
母
婦
の
為
校
初
め
て
不
浮
行
を
犯
せ
る
因
縁
を
偲
ふ
。
此
の
通
戒
偶
は
最
も
有
名
で
『
法
句

郎
ち
「
不
浮
行
學

0

0

 
0
 
0
 
0
 

虞
第

1

』
嫁
戒
因
縁
の
始
め
に
、
内
容
を
豫
示
せ
る
別
撮
頌
を
畢
げ
し
後
『
爾
時
蔀
伽
梵
、
従
初
證
覺
於

0

0

0

0

0

0

 

0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0

0

 

十
二
年
中
、
諸
磐
聞
弟
子
無
有
過
失
、
未
生
癒
疱
‘
泄
尊
、
為
諧
弟
子
、
説
略
別
解
脱
戒
罷
曰
』
と
て
、
所
謂
‘
七

次
に
波
羅
夷
の
振
頌
を
記
す
こ
と
前
記
の
如
く
、
面

哲

學

研

究

第

五

十

七

睛

見
れ
ば
判
る
し
『
＋
誦
律
』
に
類
似
を
有
す
る
貼
は
第
四
妄
語
波
羅
夷
の
例
を
到
考
す
れ
ば
朋
で
あ

る
。
今
『
有
部
律
」
極
重
罪
の
内
容
一
般
を
比
較
煕
論
す
る
は
、
冗
贅
の
傾
が
あ
る
か
ら
‘
此
に
は
唯
、
上
末

諸
律
の
比
較
研
究
上
、
餘
り
闘
説
し
な
か
っ
た
補
充
と
し
て
代
表
的
に
、
前
後
二
戒
の
比
較
と
試
み

る
さ
と
す
る
。
但
し
‘
幾
何
に
、
他
に
似
た
る
勘
多
し
と
言
っ
て
も
H

有
部
律
』
は
之
と
し
て
、
自
ら
他
の

一
切
に
見
ざ
る
特
長
を
有
す
る
、
勿
論
で
あ
る
。
先
づ
巻
首
に
は
、
『
毘
余
耶
序
」
な
る
偶
文
が
相
嘗
長

v
‘
七
百
八
十
八
字
を
費
し
て
世
拿
敬
證
、
三
賓
蹄
命
の
意
を
述
ぶ
る
は
、
『
四
分
律
』
と
酷
似
し
て
居
る
。

恐
ら
く
後
者
は
‘
之
を
其
似
た
の
で
あ
ら
う
。

し
て
移
、
第
一
波
羅
夷
に
入
っ
て
居
る
。
『
四
分
律
」
等
に
は
、
協
戒
結
制
の
因
縁
を
記
す
前
に
、
未
制
戒

時
の
朕
を
宜
べ
て
、
佛
と
弟
子
と
の
問
答
と
示
し
て
居
た
が
此
に
は
全
く
斯
る
、
正
法
久
住
不
久
住

の
問
題
拓
を
一
切
出
さ
ず
、
代
り
に
他
の
注
意
す
べ

g
句
が
冠
せ
ら
れ
て
あ
る
。

七
バ
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七
九

第
一
は
、
弱
腰
な
る
者
（
他
律
中
‘
此
の
名
を

し
む
け
れ
ど
も
、
吾
人
は
睾
ろ
、
大
衆
部
の
所
隙
を
信
じ
度
い
と
思
ふ
。

S
a
b
b
a
-
)
已）
ass'nka.rm.uui1 1
 

^
 

nsalass'fl p
a
s
a
m
 pachi., 

Sa.cittaparyodapann1ii. eta1i1 
Bndcllu'i.m1 s, 茄
anari1.

と
し
て
あ
る
が
、
但
注
意
す
べ
§
は
成
逍
よ

9
十
二
年
ま
て
佛
弟
子
の
犯
戒
無
く
、
十
三
年
か
ら
始

め
て
僧
関
中
、
制
戒
結
律
の
必
要
を
生
ず
る
事
件
が
螢
生
し
た
と
云
ふ
事
で
あ
る
。

律
を
信
ず
れ
ば
、
成
逍
五
年
迄
は
未
だ
制
戒
の
要
無
っ
た
と
云
ふ
の
で
あ
る
が
、
同
じ
須
陀
那
の
不

は
五
年
後
と
し
、
他
は
十
三
年
後
と
僻
ふ
。
果
し
て
何
れ
に
非
が
在
る
か
判
定
に
苦

浄
行
物
語
を
、
一

十
三
年
間
も
僧
圃
を
統
一
和
合
し
得
た
と
は
、
餘
り
長
さ
に
過
ぎ
る
威
が
あ
る
の
で
、
北
へ
の
賓
際
を

観
て
も
、
成
道
敷
年
を
出
で
ず
し
-
t
‘
僧
圃
は
俄
に
千
数
百
人
の
弟
子
を
加
へ
て
居
た
か
ら
、
中
に
は

未
熱
の
沙
門
出
家
も
有
っ
た
ら
う
と
考
へ
得
る
か
ら
で
あ
る
。
『
有
部
律
』
で
は
次
に
、
林
中
比
丘
の

雌
狼
と
不
洋
行
を
犯
せ
る
因
縁
を
記
し
、
以
て
嫁
戒
全
文
を
立
制
し
．
次
に
戒
文
解
繹
に
入
っ
て
．
後
‘

五
個
の
事
例
と
一
過
去
因
縁
談
と
を
附
加
し
て
畢
る
，

特
に
稲
せ
る
者
な
し
、
）
自
口
中
に
不
浄
を
行
ぜ
る
話
。
第
一
一
は
、
長
根
な
る
者
（
同
じ
く
他
律
に
呼
ば

ず
．
）
自
己
の
大
便
道
中
‘
欲
を
行
ぜ
し
話
。
第
一
ー
ー
は
‘
孫
陀
羅
難
陀
（
妙
立
さ
淫
女
と
不
浄
を
行
ぜ
る
犯
罪
。

原
始
俗
園
に
於
け
る
比
丘
の
掘
頂
罪

網
』
に
は
、

蓋
し
、
通
戒
偽
の
数
を
以
て
、

【
諮
謡
莫
作
、
諸
善
奉
行
]

【
自
浮
其
意
‘
是
諧
佛
数
】

若
し
、
大
衆
部
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第

五

十

七

韓

第
四
は
、
喪
日
房
中
に
睡
れ
る
比
丘
と
見
て
、
老
淫
女
の
非
行
に
及
バ
し
無
犯
例
。

欲
の
人
、
癒
疱
を
病
ん
で
臥
床
巾
‘
肥
牡
婦
女
之
を
見
て
欲
念
を
登
せ
る
無
犯
例
。

に
『
僧
祇
悶
「
の
事
例
に
酷
似
す
る
を
見
る
べ
く
、
最
後
の
過
去
因
縁
談
、

gp
ち
蘇
陣
那
が
劫
初
、
軽
躁
欲

貪
の
人
た
り
し
物
語
と
倶
に
、
大
衆
部
律
及
び
南
方
律
拓
と
密
接
な
子
係
有
る
事
を
語
っ
て
居
る
。

夏
に
父
‘
巻
丸
‘
+
、
は
『
妄
説
自
得
上
人
法
學
露
、
第
四
』
の
因
縁
を
述
べ
て
居
る
が
、
内
容
全
く
、
前
記
『
十

誦
律
』
の
夫
れ
に
初
彿
た
る
を
見
る
。
但
し
．
『
有
部
律
』
の
み
に
在
つ
て
、
他
に
見
営
ら
な
い
特
色
は
、
此

の
因
縁
の
始
め
に
も
見
ら
る
．
ヽ
の
て
、
帥
ち
、
昨
含
離
飢
饉
に
際
す
る
乞
食
難
得
の
話
は
勝
惹
河
邊

よ
り
出
家
せ
る
五
百
漁
人
の
事
と
し
‘
其
の
出
家
因
縁
を
先
づ
述
べ
て
、
正
法
誹
謗
邪
論
妄
設
の
怖

る

べ

§

を

豫

示

し

た

因

緑

談

の

冠

せ

ら

れ

て

居

る

事

で

あ

る

。

佛

1

時
函
翌
威
城
吠
含
離
）
に
在
｀
り

し
頃
、
勝
惹
四
婆
裟
河
遥
に
五
百
の
漁
人
有
り
、
鵡
祭
の
節
に
大
網
を
河
中
に
投
じ
た
所
十
八
頭
―
―
―

十
六
眼
の
大
魚
を
得
た
。
佛
之
を
聞
さ
‘
宿
命
を
観
．
じ
て
五
百
人
を
度
せ
ん
と
欲
し
‘
阿
難
、
含
利
弗

と
倶
に
牲
．
い
て
麻
端
魚
を
観
る
。
佛
大
魚
に
間
ふ
『
汝
是
劫
比
羅
不
』
と
。
大
魚
能
く
人
語
を
以
て

佛
、
為
め
に
種
々
説
法
し
≫
『
汝
穣
傍
生
趣
‘
我
今
無
奈
何
‘
虞
在
無
暇
中
嘩
喘
泣

態
答
‘
然
ろ
所
以
を
述
ぶ
。

嘗
何
稔
、
我
今
悲
愁
汝
‘
汝
宜
後
善
心
‘
厭
離
傍
生
身
‘
雷
得
昇
天
上
』
ど
赦
ふ
。
多
く
の
漁
人
‘
此
．
の
様
を

見
て
鷲
＄
、
大
魚
の
能
く
人
語
す
る
を
訪
b
‘
宿
批
の
因
縁
を
聞
か
ん
事
を
希
ふ
。

哲

昂

研

究

佛
郎
ち
、
大
魚
の

第
五
は
、
閑
林
離

以
上
の
五
話
、
共

八

0

• I 
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原
始
偕
園
に
於
け
る
比
丘
の
槌
粛
罪

べ
か
ら
ず
、
』
と
。

八

比
丘
咎
め
て
曰
く
．
『
汝
悪
趣
に
堕
す
べ
じ
、
』
と
。

彼
‘
此
に
於
て

比
丘
答
へ
て
日
く
、
『
続
論
は
可
な

彼
れ
孝
心
を
以
て
服
従
し
｀
乃
ち
往
い
て

此

に

依

て

劫

比

k
i
n
)
 

往
昔
、
、
八
壽
二
萬
歳
‘
迦
嬌
波
佛
の
世
、
婆
羅
兆
斯
城
に
大
法
王
あ
り
詑
栗
机

Kr,

と
云
人
。
（
此
王
に
就
て
ほ
『
宗
数
研
究
』
十
二
賦
拙
稿
参
照
＄
れ
た
し
。
）

休
暇
の
日
、
同
輩
に
語
る
に
、
中
國
の
大
論
師
有
る
を
以
て

れ
ん
こ
と
を
求
む
る
や
、
王
、
乃
ち
國
中
の
大
婆
羅
門
中
よ
り
劫
比
羅
設
磨
な
る
者
を
招
致
し
、
到
論

劫
比
羅
設
朕
、
一
子
を
生
み
、
劫
比
羅
と
琥
す
。

途
に
勝
利
を
博
し
た
。

遣
言
し
て
曰
べ
，
『
汝
一
切
の
論
場
に
出
入
す
る
、
亦
可
な
ら
ん
翌
迦
撼
波
佛
の
磐
聞
弟
子
に
到
抗
す

既
に
し
て
父
大
論
師
の
逝
去
を
聞
含
偲
へ
し
多
く
の
論
師
、
四
方
よ
り
雲
集
し
て

中
國
論
埴
の
覇
を
華
人
に
及
バ
王
は
劫
比
羅
を
し
て
、
悉
く
説
伏
破
道
せ
し
む
。

羅
は
論
王
の
稲
を
得
た
る
冷
彼
の
母
は
、
財
賓
貪
求
の
念
強
く
其
の
子
を
し
て
中
醐
最
上
の
論
師

と
成
＄
ん
と
欲
L
‘
佛
の
弟
子
と
蜀
論
せ
し
め
ん
と
す
。

沙
門
に
三
蔵
を
問
人
『
佛
の
純
論
我
等
も
亦
知
り
得
べ
§
や
』
と
。

ら
ん
沿
律
は
在
家
外
道
の
闘
知
す
る
所
に
非
ず
、
』
と
。
彼
れ
遂
に
、
一
切
の
佛
學
を
修
せ
ん
為
＂
い
、
出

家
し
て
佛
弟
子
と
化
す
。

三
蔵
精
通
の
後
、
栂
の
勘
設
に
従
っ

vC
高
座
に
口
昨
9
‘
衆
中
、
正
法
を
宜
べ

一
し
後
、
邪
法
を
設
§
‘
又
佛
法
を
謗
る
。

父
の
死
に
際
し
‘
劫
比
羅
に

す
る
や
、
師
之
を
聞
い
て
、
中
國
に
入
ら
ん
と
す
。

自

ら

中

国

に

赴

g
王
に
見
へ
て
大
論
場
を
開
か

有
り
、
南
方
に
滸
學
し
、
北
へ
論
師
に
従
ふ
。

時

に

一

婆

羅

門

童

子

前
身
宿
緑
を
設
く
。
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連
戦
勝
．
預
言
の
無
犯
、
第
二
、
天
雨
預
告
の
無
犯
、
第
三
、
胎
兒
男
女
の
預
言
、
第
四
‘
温
水
‘
源
泉
の
知
言
‘
而

し
て
最
後
に
第
五
‘
入
定
聞
聾
の
無
犯
を
記
し
i

し
‘
波
羅
夷
法
を
畢
つ
て
居
る
。
此
等
の
内
容
は
、
最

も
よ
く
『
｛
．
，
誦
律
』
に
似
た
る
者
で
叉
‘
史
的
開
係
を
想
は
し
む
る
資
科
で
あ
る
。
『
有
部
律
』
り
内
容
が
、

略
ぷ
邸
何
な
る
者
で
あ
る
か
は
‘
如
上
の
参
照
到
考
に
依
て
窺
知
＄
る
＼
と
恩
ふ
か
ら
、
次
に
、
重
罪
制

亘

つ

て

終

b

に

目

述

無

犯

の

因

緑

五

話

を

學

ぐ
J

依
り
死
し
て
摩
謁
魚
中
に
轄
生
す
。
今
、
此
の
大
魚
郎
ら
牲
昔
の
劫
比
繰
比
丘
之
な
り
と
設
か
れ

た
。
五
百
の
漁
人
‘
悪
業
の
恐
る
可

3
を
殴
じ
佛
に
従
っ
て
出
家
せ
ん
事
を
求
め
、
彼
等
は
、
一
時
、
即

ち
沙
門
出
家
者
と
化
し
た
と
云
ふ
。
以
上
は
他
律
に
、
何
等
他
ふ
る
所
無
含
物
語
て
‘
此
の
五
百
漁

人
の
比
丘
が
後
来
、
飢
饉
に
際
し
て
、
自
分
の
郷
里
に
入
り
、
上
人
法
を
妄
説
し
て
、
佛
の
制
戒
に
及
ベ

9
と
な
す
。

か
く
て
第
二
因
緑
の
増
上
慢
比
丘
に
遷
9
‘
戒
文
完
戚
の
後
解
繹
に
入
り
．
犯
相
論
に

便
ち
、
前
に
『
十
誦
律
』
と
徘
述
せ
る
如
く
、
第
一
‘
目

し
と
為
し
、
栂
の
求
を
退
け
た
の
で
、
伽
‘
便
ち
憤
死
し
て
．
地
獄
に
入
る
。

劫
比
羅
は
、
十
八
種
謡
口
に

漸
愧
せ
し
も
‘
其
の
栂
許
＄
ず
｀
聴
衆
獣
忍
の
法
を
案
じ
て
、
彼
等
が
面
前
縣
語
を
用
つ
て
、
人
身
攻
撃

を
作
す
に
如
か
ず
と
な
し
．
昇
座
説
法
の
後
、
衆
中
に
向
て
、
『
汝
の
口
は
馬
の
如
し
‘
汝
の
口
は
酪
駄
に

似
た
b
‘
乃
至
、
櫨
、
生
郷
、
狼
‘
獅
手
、
慮
豹
等
に
似
た
b
、
』
と
十
八
種
の
謡
口
を
登
せ
し
む
。
比
丘
衆
‘
獣
し
、

去
る
や
。
栂
劫
比
羅
に
還
俗
複
家
を
説
く
。
劫
比
羅
、
今
や
非
業
を
怖
れ
、
必
ら
ず
や
苦
果
を
，
招
く
べ

哲

學

研

究

第

五

十

七

賊

八
二
‘
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戒
に
闘
す
る
一
般
的
評
論
に
入
っ
て
、
此
の
稿
を
終
ら
う
と
思
ふ

C

大

評

論

，
ー
し原

始
僧
圃
に
於
け
る
比
丘
の
最
極
罪
と
し
て
、
佛
の
厳
制
せ
ら
れ
し
形
式
如
、
上
述
る
如
く
で
あ

り
、
其
の
由
て
来
る
所
の
因
緑
亦
、
上
述
に
依
て
明
と
な
っ
た
と
は
云
へ
‘
尚
ほ
‘
吾
人
は
最
後
に
考
ふ

ベ
9
重
要
問
題
を
持
つ
て
居
る
。

第
一
、
佛
は
何
の
為
め
に
戒
律
を
結
制
せ
ら
る
ヽ
か
面
竺
ち
制
戒

の
目
的
に
闘
す
る
考
究
で
あ
る
。
第
二
、
制
戒
の
主
旨
、
動
椴
、
根
掟
乃
至
は
理
由
と
云
ふ
様
な
者
は

何
で
あ
る
か
特
に
、
姉
‘
塗
‘
殺
‘
妄
語
の
四
罪
を
以
て
、
何
故
に
比
丘
の
大
犯
と
見
ら
れ
た
か
‘
之
を
．
吟
味
．

す
る
必
要
が
あ
る
。
勿
論
、
上
来
、
制
戒
因
縁
な
る
者
を
陳
述
し
た
け
れ
ど
も
‘
此
は
制
戒
に
機
會
を

典
へ
た
迄
の
話
て
、
総
て
の
結
戒
制
律
を
一
貫
し
た
第
一
原
理
と
も
云
ふ
べ
さ
普
逼
妥
嘗
の
理
由
•

主
眼
と
云
ム
者
は
判
ら
な

5

。

全
證
と
し
て
理
解
す
る
事
が
困
難
で
あ
る
。

義
起
源
等
を
知
る
必
要
が
あ
り
、
面
し
て
、
第
四
に
は
。
又
、
抑
、
原
始
僧
園
な
る
者
の
如
賀
の
欣
態
は
如

何
で
あ
っ
た
か
、
之
と
佛
逍
修
行
と
の
濶
係
を

i

瞥
す
る
事
は
‘
此
の
問
題
に
闘
す
る
最
後
の
重
要

案
件
で
あ
る
と
謂
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
左
れ
は
以
下
此
等
四
方
面
に
一
且
つ
て
要
馳
を
約
言
し
て
見

よ
う
と
思
上
。

原
始
僧
園
に
於
け
る
比
丘
の
柩
重
罪

八

第
三
は
如
上
の
論
究
か
ら
延
い
て
、
戒
律
復
誦
の
意

然
し
‘
之
を
究
朋
し
て
置
か
ね
ば
、
個
々
の
事
例
は
羅
列
さ
．
れ
乍
ら
、
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と
、
博
へ
て
居
る
。

之
れ
正
し
く
．
佛
の
制
戒
せ
ら
れ
た
目
的
で
あ
っ
て
此
の
十
利
を
得
ん
が
為
め

所
謂
、
十
利
又
は
十
句
義

な
る
者
も
‘
律
に
依
り
、
多
少
‘
順
次
を
異
に
し
‘
語
の
内
容
廣
狭
の
差
は
有
る
が
、
太
要
は
同
一
て
、
便
ち

次
の
如
く
で
あ
る
。

第
一
、
揖
取
於
僧
故
望
n
g
h
a
s
u
苔
岳
は
）
即
ち
邪
路
に
外
れ
込
ん
だ
犯
戒
比
丘
を
正
道
直
路
に
撮
入

（
今
‘
見
易
き
を
取
っ
て
『
有
部
律
』
に
握
る
）

戒
を
結
び
、
戒
に
掟
ら
し
め
‘
戒
を
説
き
、
戒
を
暗
誦
せ
し
め
た
繹
で
あ
る
。

の
為
め
の
故
に
。
】

第

五

十

七

騰

八
四

］
 

一
箪
に
四
波
羅
夷
戒
に
限
ら
ず
、
一
般
に
、
佛
が
僧
伽
の
為
め
諧
の
戒
律
を
制
定
せ
ら
る
ヽ
は
何
の

［
 

為
め
で
あ
る
か
、
制
戒
の
目
的
奈
何
と
云
≫
{
に
‘
律
で
は
、
戒
文
を
宣
設

3
る
ヽ
時
、
必
ら
ふ
ジ
、
先
づ
、
十
句

義
の
為
め
の
故
に
と
か
、
十
利
の
為
め
の
故
に
と
か
冠
し
て
自
今
戒
を
誦
せ
ん
と
す
る
者
は
次
の

記
し
『
僧
祇
律
』
で
は
『
有
十
事
利
盆
故
、
諸
佛
如
来
h

為
諧
弟
子
制
戒
‘
立
説
波
羅
提
木
叉
法
』
と
云
び
『
有
部

律
』
に
は
『
由
此
因
緑
‘
我
観
十
利
為
弊
聞
弟
子
、
於
毘
奈
耶
、
制
其
學
虞
』
と
あ
る
如
く
で
『
四
分
律
』
に
は
、
十

句

義

を

集

め

ん

為

め

説

戒

す

る

意

を

述

ぶ
9

其
の
他
、
諸
律
。
皆
同
様
て
●
南
方
巴
利
律
は

t
e
n
a
 b
i
 b
h
i
k
k
h
a
v
e
 b
h
i
k
k
h
f
m
n
1
h
s
i
k
k
a
p
a
d
n
r
i
1
 pafiiiiざ
e
s
s
a
m
i
d
n
s
a
 
a
t
t
l
m
v
,
1
s
e
 p
n
t
i
c
c
a
:
 

【
左
れ
ば
比
丘
衆
よ
‘
予
は
諧
比
丘
の
為
め
に
戒
文
と
宣
設
せ
ん
、
十
利
(
+
句
義
、
十
義
、
十
種
の
目
的
）

如
く
説
く
べ
し
、
云
々
、
と
記
し
て
あ
る
。

例
之
「
十
誦
律
』
で
は
『
佛
．．．．． 
：
以
十
利
故
、
為
諧
比
丘
結
戒
』
と

哲

學

研

究



1"31 

原
姶
俗
園
に
於
け
る
比
丘
セ
竺
屋
罪

第
八
誓

i

現
在
有
漏
故
色
写
h
a
d
l
i
a
m
m
i
k
a
n
a
1
i
1
a
s
a
T
a
u
a
r
h
 s
a
i
i
1
v
a
n
t
y
a
)
 

し
め
ん
か
為
め
の
意
。

第
七
藉
者
増
長
故

(
p
a
s
a
1
1
1
1
a
;
~
a
1
i
l

b
h
i
y
y
o
b
h
i
i
v
i
i
y
a
)
既
に
佛
戒
と
信
ず
る
者
に
は
、
盆
々
増
長
信
根
な
ら

ぜ
ざ
る
者
に
持
戒
律
の
徳
を
信
ぜ
し
む
る
が
為
め
に
の
意
。

八
五

『
僧
祇
律
』
は
之
を
「
於
現
法
中
漏
需

第
二
‘
令
僧
歓
喜
故
(
S
m
i
l
g
h
a
p
h
t
i
s
u
b
i
y
a
)

郎
ち
『
僧
和
合
故
』
と
云
ふ
と
同
じ
事
て
、
僧
伽
の
統
一
調
和
と

計
る
為
め
の
意
。

第
三
、
令
僧
安
築
住
故
（
＜
i
n
a
y
苔
u
g
g
n
h
a
y
n
-
)

之
け
っ
五
分
律
」
に
『
分
別
毘
尼
梵
行
久
住
故
』
と
し
て
第
十
に

列
す
る
岩
‘
郎
ち
僧
築
ん
で
平
和
な
僧
伽
生
活
を
得
し
む
る
が
為
め
の
店
。

第

四

降

伏

破

戒

故
(
d
m
n
r
n
:
:
n
i
k
u
n
a
r
u
puggn.lii.no1h niggahli,yn.)

或
は
『
調
伏
悪
人
故
』
と
な
す
も
の
て
、
恰
も

世
の
刑
法
罰
則
の
如
く
、
犯
罪
者
を
露
置
蒻
治
す
る
意
を
云
人
。

第
五
゜
慰
者
得
安
故
(pesalana1it
b
h
i
k
k
h
i
i
n
i
n
.
u
 p
h
a
s
n
v
i
b
a
r
i
i
y
a
)
即
ち
箭
愧
の
者
に
安
穏
住
を
得
し
む
る

が
為
め
の
意
て
、
或
は
『
有
断
愧
入
‘
得
安
聡
住
故
』
と
か
『
備
愧
者
得
安
築
故
」
と
か
な
す
‘
之
で
あ
る
。

戒
律
に
依
て
下
i

邪
善
謡
を
判
知
し
、
よ
く
改
過
遷
善
し
得
る
功
徳
有
る
を
指
す
。

第
六
、
不
信
令
信
故
(
a
p
p
n
s
:
:
m
n
苔
o.1iipasii.dii.yo.)

僧
園
等
し
く
同
一
説
戒
誦
律
の
功
篠
に
依
り
、
未
だ
信

せ
し
む
る
が
為
め
の
意
。

或
は
、
僧
衆
を
善
導
す
る
意
と
も
な
る
。
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ー

以
上
は
郎
ち
持
戒
奉
律
の
十
利
で
あ
る
が
、
主
に
個
人
及
び
、
僧
園
の
二
面
か
ら
観
察
し
来
し
之
に

櫨
て
佛
法
久
住
を
得
ん
と
宣
べ
ら
れ
た
者
で
あ
る
。
制
戒
の
目
的
、
正
に
此
に
在
る
を
見
る
。

］
 

二
、
然
ら
ば
、
制
戒
の
主
旨
、
原
理
、
何
れ
に
根
握
せ
る
か
と
云
ふ
に
前
述
の
十
利
目
的
か
ら
も
、
自
然
推

考
芯
る
ヽ
如
く
目
的
と
す
る
所
‘
他
而
‘
其
れ
が
立
つ
理
由
を
も
暗
示
し
て
居
る
。
十
利
・
中
、
僧
伽
の

和
合
統
一
と
か
安
築
住
と
か
、
撮
取
と
か
云
ふ
は
、
主
と
し
て
僧
園
に
競
す
る
目
的
で
あ
り
、
恢
愧
者

を
安
隠
に
す
と
か
、
現
常
の
漏
を
断
ぜ
し
む
る
等
は
個
人
の
沙
門
に
闘
し
た
目
的
で
あ
る
。
制
戒

で
あ
る
。

故

』

と

な

す

。

現

身

、

無

漏

の

勝

解

脱

を
得
し
は
、
佛
自
ら
範
を
示
す
所
で
あ
る
か
ら
‘
持
戒
の
功
徳
よ
く
此
の
究
覚
目
的
に
導
く
功
用

有
り
と
す
。

第
九
、
斯
未
来
有
漏
故
(Ŝ
丘

m
p
a
品
y
i
k
a
n
m
h
usn.v
菩
a.ih
p
a
t
i
g
l
邑
芦
y
a
)

来

世

に

勁

す

る

無

生

智

を

得

る

の

窯
て
、
今
枇
解
脱
を
得
‘
輸
廻
の
業
因
を
結
ば
ざ
れ
ば
又
、
来
世
の
無
明
欲
念
と
涸
渇
せ
し
め
得
る

諄
て
之
を
持
戒
誦
律
の
徳
に
坂
す
る
の
で
あ
る
。

第
十
‘
令
梵
行
得
久
住
故
(
S
a
c
l
d
h
a
m
m
.
a
H
h
i
t
i
y
a
)

『
僧
祗
律
』
が
『
正
法
得
久
住
‘
為
諧
天
人
、
開
廿
露
施
門
故
』

と
な
す
者
で
、
以
上
の
諸
項
を
線
括
し
℃
、
一
に
正
法
久
住
の
目
的
に
協
は
ん
為
め
と
結
ん
だ
諄

今
世
の
煩
憐
を
断
じ
、
殊
勝
聖
智
と
得
し
め
ん
為
め
の
意
。

多

哲

學

窮

究

第

五

十

七

鵠

八
六
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原
始
俗
間
に
於
け
る
比
丘
の
極
軍
罪

盗
殺
、
に
於
け
る
、
亦
‘
然

八
七
．
．

の
主
旨
も
迩
個
人
及
び
、
僧
園
の
立
場
か
ら
考
へ
て
来
る
必
要
が
あ
る
が
、
更
に
今
―
つ
、
一
歩
攘
大

し
て
祉
會
と
の
闊
係
か
ら
も
論
ぜ
ね
ば
な
る
ま
い
。
先
づ
第
一
、
犯
罪
と
犯
罪
者
と
の
閥
係
次
は

犯
罪
と
僧
関
と
の
．
闘
係
‘
更
に
、
第
三
は
‘
犯
罪
と
社
會
と
の
闊
係
を
見
る
必
要
が
あ
る
。

も
多
い
中
、
四
波
羅
夷
を
以
て
、
僧
尼
共
通
の
沙
門
出
家
の
極
重
犯
と
．
槻
．
た
の
は
何
故
で
あ
る
か
と

考
へ
る
必
要
が
あ
る
。
．
息
之
‘
非
梵
行
郎
ち
姪
欲
は
犯
者
個
人
の
生
理
上
か
ら
云
つ
て
恣
、
精
肺
上

か
ら
見
て
も
‘
身
命
を
疲
倦
し
、
精
進
を
鈍
ら
し
吟
行
住
坐
臥
‘
威
儀
を
得
ず
し
て
、
欲
念
一
層
誘
登
の

源
と
な
り
、
愛
執
増
長
、
以
て
到
底
、
出
塵
離
染
の
修
行
に
順
應
せ
ざ
る
者
で
あ
る
か
ら
、
先
づ
第
一
重

戒
と
結
制
＄
れ
た
の
で
纏
戒
巾
‘
諧
慮
に
欲
愛
業
火
の

1

胡
勝
功
徳
を
燒
盛
す
る
事
を
設
け
る
も

又
、
僧
闊
よ
り
観
る
ボ
‘
斯
る
染
行
者
と
混
住
す
る
事
は
‘
纏
-
し
統
一
和
合
を
趾

之
が
為
め
｀
て
あ
る
。

す
源
と
成
り
勝
ら
で
他
の
衆
比
丘
の
耳
目
を
汚
じ
遂
に
謳
緑
を
他
に
誘
致
す
る
傾
が
あ
り
、
夏
に
、

之
と
在
家
自
衣
と
の
闘
係
か
ら
見
る
に
、
最
も
菟
ふ
べ
ぎ
結
果
を
見
る
で
あ
ら
う
。
浄
行
者
却
つ

て
不
淫
を
愛
し
、
口
に
妙
法
を
説
く
は
、
郎
ち
羊
頭
狗
肉
の
誹
謗
に
陥
り
、
外
道
は
侮
蔑
の
料
と
し
、
居

士

は

信

ぜ

ざ

る

に

到

つ

て

一

切

の

布

施
9

と
断
た
ん
。
一
度
謡
評
天
下
に
漏
漫
す
る
に
於
て
や

4

今

や
生
れ
ん
と
す
る
佛
数
僧
園
の
生
命
‘
又
‘
風
前
の
登
火
で
あ
ふ
。
個
人
と
僧
伽
と
祉
會
と
を
問
は

ず
何
れ
軽
重
と
な
く
‘
姪
戒
犯
行
の
忌
避
す
べ
含
は
之
に
依
て
想
見
．
＄
る
。

特
に
、
罪
謳



133! 

し
て

遠
る
こ
と
‘
之
よ
り
篭
な
る
は
な
＞
。

之
に
依
て
其
の
人
は
‘
欺
醐
と
登
し
、
正
法
を
染
辱

評
を
受
け
「
王
材
を
塗
む
沙
門
‘
何
ぞ
我
等
の
者
を
惜
士
ん
や
。

出
家
尚
ほ
欲
心
止
ま
ず
‘
我
筈
、
自
今

殺

は

殊

に

犯

罪

者

第

五

十

七

麟

盗
は
凡
俗
的
執
着
に
登
し
‘
已
心
の
疾
し

3
所
、
自
ら
人
を
怖
る
ヽ
に
到
b
‘
憶
病
習
成
、
到
底
‘
解

脱
正
行
の
求
む
べ
く
も
あ
ら
ず
、
縣
業
蒸
習
し
て
他
人
に
疎
ん
ぜ
ら
れ
、
時
有
つ
て
王
者
の
謀
緑
と

被

る

あ

9
其
の
犯
者
個
人
に
取
っ
て
、
非
沙
門
行
た
る
‘
元
よ

9
言
を
待
た
ぬ
。
僧
園
や
、
祉
會
一
般

ょ
り
観
来
る
も
、
其
の
弊
前
述
の
如
し
。
更
に
又
‘
殺
人
は
在
俗
の
者

m
へ
忌
む
所
、
彼
の
鹿
杖
梵
志

に
依
て
殺
芯
れ
た
る
多
く
の
死
屍
、
累
々
と
し
て
林
中
に
横
は
る
を
見
し
白
衣
居
士
は
驚
さ
且
つ

叫
ん
だ
『
沙
門
に
し
イ
ょ
慈
心
な
く
、
却
つ
て
此
の
惨
朕
を
見
る
は
、
在
家
に
劣
れ
り
。

林
の
如
し
，

敬
せ
ず
‘
供
養
を
宜
べ
ず
、
唯
‘
疎
遠
す
る
に
如
か
ず
ヤ
こ
。

此
の
露
‘
猶
ほ
寒

出
家
に
し
て
互
に
相
殺
す
、
況
ん
や
在
家
の
者
を
や
。

゜

之
は
僧
園
に
取
っ
て
無
上
の
打
撃
で
あ
る
。

曾
ィ
し
、
王
含
硬
阿
閾
泄
王
の
良
材
を
塗
め
る
逹
試
迦
比
丘
の
如
さ
も
、
営
時
祉
會
の
上
下
よ
り
酷

沙
門
を
速
り
ん
」
．
r

唱
は
れ
た
も
｀
同
様
‘
僧
園
に
取
っ
て
、
大
打
盤
に
違
ひ
な
い
。

の
心
を
殺
伐
な
ら
し
め
衷
‘
残
忍
に
し
て
、
外
、
自
ら
檸
猛
の
相
説
を
現
じ
、
一

た
る
を
知
る
。

斯
る
堕
獄
の
因
の
、
個
人
よ
り
、
観
る
も
、
最
も
忌
避
す
べ
さ
、
法

妄
設
上
人
法
の
如
含
亦
然
b
o

切
衆
生
慈
慾
の
佛
勅
に

一
盲
衆
盲
を
那
く
の
結
果
に
陥
り
、
僧
園
は
秩
序
紛
蹴
し
て
和
合
を
破
り
、
鯰
め
に
在
家
の
信

我
等
．
自
今
以
後
、
沙
門
繹
氏
を

り゚

哲

學

研

究

八
八
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有
る
を
見
る
べ
§
で
あ
る
。

も
、
或
は
翻
よ
り
霊
に
‘
寛
よ
り
厳
に
の
氣
分
を
持
て
る
順
次
で
は
な
か
ら
う
か
と
思
は
る
。

原
始
俗
固
に
於
け
る
Jt
丘
り
秘
重
罪

と
数
ふ
る
が
常
で
あ
る
。

何
れ
を
間
は
ず
‘
佛
の
一
般
に
制
戒
せ
ら
れ
た
五
逆
大
罪
な
る
者
を
見
て
も
判
る
。

無
間
業
と
も
稲
し
‘
共
の
軽
よ
り
直
に
及
ん
で
必
ら
ず
、
殺
父
、
殺
栂
‘
殺
阿
羅
談
、
出
佛
身
血
．
破
和
合
僧

即
ち
、
特
に
僧
岡
の
和
合
統
一
を
破
る
犯
罪
と
以
て
最
も
霊
視
せ
る
傾

し
か
っ
た
は
常
然
で
あ
る
。

八
九

要
之
、

若
し
‘
此
の
推
論
に
し
て
是
認
さ
る
れ
は
、
四
波
羅
夷
の
観
方
の
如
さ

施
を
悪
う
す
る
事
、
火
を
賭
る
よ
り
明
で
あ
る
。

も
恨
む
可

g
名
は
‘
正
に
旅
‘
塗
‘
殺
‘
及
び
妄
説
上
人
法
の
四
活
に
如
く
は
な
い
。

よ
り
其
の
個
人
に
到
す
る
と
、
僧
伽
に
臨
む
と
、
脆
た
又
、
在
家
居
士
乃
至
外
道
に
向
ふ
と
、
何
等
政
策

此
の
四
罪
は
‘
犯
者
個
人
を
悠
念
す
る
上
に
於
て
も
、

正
法
中
心
た
る
俯
伽
を
擁
設
せ
ん
と
の
希
望
よ
り
す
る
も
、
在
家
信
者
の
功
猿
を
増
し
、
謳
口
罪
業

を
遮
止
せ
ん
と
す
る
慈
悲
よ
・
9

訊
じ
来
る
汽
倶
に
、
僧
尼
出
家
者
の
正
し
く
極
霞
罪
と
し
て
、
厭
離

之
を
一
言
以
て
益
へ
ば
、
比
丘
を
善
尊
し
、
僧
囮
を
擁
誤
し
、
祉
會
を
慈

す

べ

ぎ

で

あ

る

と

疑

錨

悶

慇
す
る
三
者
、
但
眠
法
を
し
て
久
住
な
ら
し
め
ん
と
の
一
希
望
に
蹄
す
。

特
に
、
原
始
佛
数
に
在
つ

て
は
、
僧
間
の
和
合
統
一
を
破
り
、
完
全
な
る
発
逹
を
阻
害
せ
ん
と
す
る
邪
業
を
憎
む
と
、
最
も
甚
だ

妄
諒
上
人
法
は
正
に
之
に
相
営
す
る
か
ら
で
、
此
の
事
は
彼
の
僧
俗
“

五
逆
罪
‘
又
‘
五

を
弄
し
て
偏
愛
預
好
の
存
す
る
筈
は
な
い
。

佛
は
非
智
闘
滴
、
元

之
に
依
て
是
を
観
れ
ば
、
原
始
僧
圃
に
在
つ
て
、
最
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第

五

十

七

鶴

佛
制
戒
の
主
旨
は
、
必
ら
ず
や
、
上
述
の
三
方
面
よ
り
根
櫨
せ
る
者
で
あ
ら
う
と
観
察
す
る
の
は
、
又
、

嘗
ら
ず
と
も
遠
か
ら
ね
評
論
と
信
ず
る
の
で
あ
る
。
随
つ
て
．
線
て
の
戒
律
を
見
る
に
先
づ
如
上
、

三
方
面
よ

9
の
吟
味
を
必
要
と
す
る
と
恩
，
令
然
し
一

1

一
方
面
は
吾
人
観
察
上
の
便
宜
で
あ
．
つ
て
、

佛
に
在
つ
ィ
こ
昆
‘
三
者
混

1

湛

然

た

る

悲

智

闘

満

海

か

ら

出

た

結

果

に

外

な

ら

ぬ
0

.-

• 

］
 

三
布
薩
會
は
、
原
始
僧
園
の
行
事
中
、
最
も
直
ん
ぜ
ら
れ
し
者
の
ー
で
由
て
来
る
所
‘
佛
数
以
外
に
源

［． 型
を
取
っ
て
居
る
様
で
あ
る
。

『
四
分
律
』
の
記
に
依
れ
ば
‘
嘗
時
王
含
城
中
の
外
道
梵
志
は
、
毎
月
・
八

日
、
十
四
日
ギ
＇
五
日
の
一

1

一
度
に
會
合
し
、
来
往
周
旋
し
て
、
共
に
知
友
の
為
め
に
飲
食
と
給
典
し
‘
極
め

て
相
愛
念
し
て
終
日
供
養
す
る
風
が
あ
っ
た
が
‘
瓶
沙
王
之
と
屍
て
佛
所
に
詣
で
‘
僧
伽
も
亦
‘
之
に

傲
つ
て
月
會
と
催
吝
げ
、
在
家
の
王
臣
も
来
集
供
養
．
と
暢
ぶ
べ
し
と
奏
睛
し
た
の
で
‘
此
に
佛
の
嘉

但
し
、
此
の
衆
會
も
‘
始
め
は
、
上
座

受
す
る
所
と
な
I
J
‘
始
め
て
布
薩
の
式
を
制
せ
ら
れ
た
と
あ
る
。

の
長
老
、
衆
中
に
在
つ
．

t
説
法
す
る
式
で
あ
っ
た
が
、
後
に
は
佛
の
息
召
に
由
つ
て
僧
．
固
中
信
心
を

以

C
新
に
戒
を
受
け
し
比
丘
の
‘
未
だ
佛
結
制
の
波
羅
提
木
叉
を
聞
含
得
ざ
る
者
を
慇
ふ
‘
寧
ろ
此

の
機
を
利
用
し
て
、
・
慮
集
在
の
比
丘
衆
中
、
解
脱
戒
を
設
か
ん
事
を
放
へ
ら
乙
ヽ
に
至
っ
た
と
云

ふ
事
で
あ
る
．
＂
部
「
自
今
已
去
‘
鵜
布
薩

H
脱
戒
』
と
あ
っ
て
、
説
戒
の
式
設
法
に
代
る
。
設
戒
の
序
に

は

曰

5
『
詣
大
徳
我
今
欲
説
波
羅
提
木
叉
戒
汝
等
諦
聡
善
心
念
之
‘
若
自
知
有
犯
者
、
皿
應
自
懺
悔
‘
不

雪

學

買

完

九
0
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所
と
な
っ
て
居
る
。

か
く
て
衆
中
、
各
々
罪
有
り
と
信
ず
る
者
は
、
他
に
向
つ
て
即
時
懺
悔
し
て
居

っ
た
が
‘
式
の
進
行
と
妨
げ
、
平
和
を
胤
す
怖
の
有
る
所
か
ら
、
後
に
は
次
第
に
鰻
化
し
て
‘
懺
悔
の
仕

方
を
種
々
制
定
＄
れ
だ
。
始
め
は
、
近
在
の
比
丘
説
戒
堂
に
集
合
し
て
此
の
式
を
行
っ
た
が
、
日
時

の
如
さ
も
‘
倶
に
後
年
漸
く
、
周
園
の
事
情
に
依
つ
て
種
々
の
差
化
を
呈
し
て
居
る
。
然
し
、
布
薩
懺

悔
の
日
を
設
戒
誦
律
の
日
に
改
め
た
に
は
‘
佛
の
真
意
の
奈
邊
に
在
る
か
を
考
へ
ね
ば
な
ら
ね
。

原
始
佛
数
は
僧
伽
中
心
で
あ
っ
て
‘
僧
伽
が
和
合
統
一
し
、
同
一
翔
磨
、
同
一
設
戒
に
依
つ
て
相
親
し

む
上
座
比
丘
の
培
大
す
る
に
つ
れ
、
僧
園
の
根
抵
は
樹
立
し
、
僧
衆
相
練
磨
し
て
精
進
向
上
の
路
に

努
め
、
以
つ
て
正
法
久
住
の
中
心
勢
力
た
り
得
る
は
‘
佛
の
信
じ
て
動
か
ね
所
で
あ
る
。
又
た
、
持
戒

は
、
多
く
の
者
に
在
つ
て
は
‘
肥
臆
に
依
て
順
行
を
得
る
が
故
に
善
言
薫
習
の
邊
よ
り
見
る
も
誦
戒

の

功

穏

の

重

ん

ず

べ

き

は

明

で

あ

る

。

之

れ

正

に

佛

の

設

戒

を

勘

め

ら

れ

し

異

慈

で

な

く

て

は

な
ら
ぬ
が
、
然
し
、
説
戒
に
大
小
僧
俗
‘
雑
然
と
烏
合
す
る
に
於
て
は
、
佛
数
の
中
心
勢
力
は
、
決
し
て
安

・
定
と
は
云
は
れ
わ
。
故
に
、
説
戒
は
必
ら
ず
、
未
受
大
戒
者
の
前
に
於
て
す
べ
か
ら
ず
と
の
佛
勅
あ

り
、
為
め
に
、
在
家
白
衣
は
勿
論
、
出
家
と
雖
も
、
完
全
な
る
具
足
大
戒
受
了
の
僧
尼
に
非
る
限
り
、
此
の

會
に
連
る
を
禁
ぜ
ら
れ
た
諄
で
あ
る
。
蓋
し
、
浮
染
合
集
す
る
は
統
一
と
平
和
を
破
る
根
本
で
あ

原
始
僧
糊
に
於
け
る
比
丘
の
極
重
罪

犯
者
獣
然
‘
獣
然
者
知
諧
大
猿
消
浮
、

』と。

ゴ

此
れ
は
、
今
尚
ほ
説
戒
の
式
頭
に
説
者
の
宣
説
す
る
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情
に
依
て
は
解
脱
戒
全
部
を
後
誦
す
る
を
得
ざ
る
時
が
あ
る
。

叉
、
説
戒
に
は

あ
る
。

第

五

十

七

摯

叉
、
時
と
事

る
か
ら
‘
夙
に
佛
の
制
限
あ
る
所
以
で
‘
之
が
為
め
‘
罪
業
深
猿
の
比
兵
破
戒
無
術
の
徒
は
‘
一
切
、
設
戒

に
列
す
る
を
禁
ぜ
ら
れ
、
又
‘
犯
罪
者
の
前
に
在
つ
て
説
戒
す
る
者
苔
へ
不
法
と
制
せ
ら
れ
た
程
で

設
戒
の
日
、
初
夜
中
夜
を
通
し
て
大
衆
獣
然
と
端
坐
す
る
の
み
、
阿
難
幾
度
か
佛
に
設
戒
を

求
め
た
が
許
苔
れ
ず
、
後
夜
已
に
盛

3
、
明
相
出
て
衆
鳥
鳴
く
に
及
ぶ
も
‘
佛
は
獣
然
と
し
一
し
居
ら
れ

た
の
て
阿
難
其
の
謂
を
叩
く
や
『
衆
中
有
不
浄
者
、
若
衆
中
有
不
浄
者
‘
欲
令
如
来
於
中
設
戒
者
。
無
此

理
也
』
と
宜
べ
ら
れ
た
と
云
ふ
が
蓋
し
此
の
意
を
表
は
す
話
で
、
目
連
は
衆
人
の
心
を
観
察
し
‘
果
し

て
不
淫
犯
罪
の
比
丘
‘
偽
つ
て
沙
門
を
装
ひ
‘
佛
に
近
く
座
を
占
む
る
を
知
っ
て
‘
門
外
に
放
逐
し
、
漸

＜
箭
浮
座
衆
の
み
と
な
っ
て
説
戒
を
得
た
と
云
ふ
。

る
べ
含
で
あ
る
。

．
あ
る
。

以
て
｀
説
戒
の
紳
聖
を
保
た
ん
と
す
る
を
見

1

鱗
哄
犯
罪
者
は
稲
々
‘
佛
の
禁
制
を
被
つ
て
居
た
の
で
特
に
犯
者
に
戒
を
説
く

を
得
ず
と
か
、
犯
者
は
設
戒
を
開
，
ヽ
を
得
ず
と
か
、
犯
戒
の
者
に
向
つ
て
懺
悔
す
る
を
得
ず
と
か
、
罪

有

る

者

は

他

人

の

懺

悔

を

受

く

る

球

を

得

ず

と

云

ふ

が

如

ぎ

は

設

戒

に

旗

接

梱

係

す

る

科

朕

で

一
定
の
形
式
が
あ
っ
て
‘
之
を
掲
磨
と
云
ひ
‘
始
め
は
、
一
臨
の
在
住
の
詣
比
丘
集
合

を
要
し
た
が
、
後
に
は
少
な
く
も
四
人
以
上
の
會
合
を
要
す
る
規
定
と
な
っ
て
居
る
。

哲

學

硲

究

之
を
略
説
戒
と
稲
し
、
主
と
し
て
、

）
 

九一
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九

又
i

王
、
賊
、
火
、
水
翁
、
人
、
非
人
、
悪
過
の
八
難
に
遭
遇
せ
る
時
、
略
設
戒
を
聰
す
。

羅
夷
よ
り
、
九
十
箪
提
法
ま
で
誦
し
●
或
は
一
二
十
捨
臆
以
下
を
略
し
．
或
は
二
不
定
以
下
、
乃
至
十
三
僧

残
法
以
下
の
復
誦
を
省
略
す
る
を
得
る
も
、
決
し
て
四
波
羅
夷
を
略
す
る
事
は
出
来
な
い
。

後
年
、
之
れ
以
上
省
略
す
る
事
も
あ
っ
た
様
で
あ
る
が
、
此
は
寧
ろ
既
戒
不
成
立
の
揚
合
と
見
る
方

又
‘
犯
者
の
懺
悔
は
、
規
定
の
形
式
に
依
て
作
＄
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
．
の
て
、
脱
戒
中

が
適
嘗
で
あ
ら
う
。

に
‘
己
が
犯
に
氣
附
．
さ
、
又
は
、
疑
を
生
ず
る
等
の
場
合
．
決
し
て
衆
中
に
突
然
申
出
て
は
な
ら
ぬ
。

隠
蔽
癖
の
比
丘
に
到
し
て
も
‘
懺
悔
告
白
は
、
強
逼
し
て
は
な
ら
ぬ
。
『
若
不
信
懺
悔
者
●
餘
比
丘
、
不
得

強
逼
令
懺
悔
』
と
は
．
佛
の
厳
制
す
る
虞
で
、
今
日
の
法
律
と
到
照
す
る
に
｀
面
白
い
興
味
を
戚
ず
る
。

．
蓋
し
、
強
迫
に
依
て
は
、
却
つ
て
反
抗
心
と
臨
起
せ
ん
や
、
犯
者
哀
心
ょ

9
染

謳

洗

漁

の

氣

分

に

は

成

斯
く
、
布
薩
會
は
、
各
種
の
方
面
か
ら
、
原

ら
ず
‘
懺
悔
の
本
意
に
遠
る
と
逼
か
と
云
は
ね
ば
な
ら
れ
。

始
僧
伽
の
中
心
事
件
と
成
り
末
っ
た
が
、
特
に
雨
期
安
居
の
前
後
行
は
る
ヽ
大
會
は
、
其
の
最
大
な

る
者
で
あ
っ
た
。

孟
薗
盆
(Ullambm1n』
)
の
功
態

H
が
、
我
園
現
時
ま
で
信
ぜ
ら
る
ヽ
は
、
帥
ち
安
居
終

局
の
大
會
を
祀
念
す
る
に
外
な
ら
ぬ
。
（
尚
ほ
‘
之
に
就
て
は
、
本
誌
第
四
十
四
披
‘
拙
稿
参
照
あ

9
度

］
 

し
）
四
上
求
論
究
す
る
所
に
見
れ
ば
、
原
始
僧
園
の
中
心
生
命
は
戒
律
に
存
し
．
戒
律
を
憶
念
習
持
す

［
 

る
を
目
的
と
せ
る
既
戒
は
‘
僧
伽
の
第
一
事
項
の
如
く
で
あ
る
が
、
然
ら
ぱ
果
し
て
、
原
始
僧
伽
な
る

原
始
倫
園
に
於
け
る
比
丘
の
紘
重
罪

或
は
、

此
の
時
に
は
、
或
は
始
め
波
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者
は
、
他
の
印
度
宗
数
等
と
比
較
し
て
如
何
な
る
特
徴
を
持
つ
て
居
る
か
、
最
後
に
之
を
一
言
し
て

置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
佛
は
曾
て
目
連
に
告
ぐ
る
に
、
悔
水
の
八
奇
特
法
な
る
者
を
以
て
し
．
『
誨
水
有

八
奇
特
訊
所
以
阿
修
羅
娯
栗
住
者
』
と
て
、
此
の
八
法
を
原
始
僧
固
の
八
特
色
に
臨
め
、
海
水
の
如
く

僧
伽
に
も
奇
特
八
法
有
り
と
て
、
『
我
法
中
亦
、
有
八
奇
特
‘
使
語
弟
子
見
已
於
中
、
而
自
媒
柴
』
と
説
か
れ

た
と
が
あ
ろ
。
第
一
は
、
大
悔
の
水
、
一
切
の
衆
流
‘
皆
牲
5

て
之
に
投
ず
る
如
＜
、
原
始
僧
伽
に
於
て

も
亦
『
我
諸
弟
子
漸
次
學
式
、
皆
飯
我
法
於
中
學
諮
善
法
』
と
云
ふ
の
て
、
四
方
佛
徒
の
集
り
末
り
、
僧
伽

の
大
海
に
飯
す
る
様
を
設
く
。
第
二
は
天
海
の
常
住
‘
潮
法
を
失
せ
ざ
る
如
＜
、
『
我
話
弟
子
、
住
於
戒

中
、
乃
至
於
死
終
不
犯
戒
』
と
云
人
の
で
、
僧
伽
よ
く
戒
律
の
順
潮
を
死
守
す
る
を
云
ふ
。
第
三
は
、
猶

ほ
五
大
河
の
海
に
蹄
し
て
其
の
本
名
を
失
し
、
単
に
大
海
と
同
呼
す
る
が
如
く
．
『
於
我
法
中
四
紐
輝
べ

刹
利
婆
羅
門
‘
毘
含
‘
首
陀
、
以
信
堅
固
、
従
家
拾
家
學
道
、
滅
本
名
皆
稲
為
沙
門
秤
子
』
と
云
ふ
の
て
僧
園

が
祉
會
的
階
級
思
想
の
執
著
か
ら
免
れ
‘
純
一
平
等
の
沙
門
繹
子
と
な
る
を
云
ふ
。
猶
ほ
‘
難
陀
王

が
部
僕
の
出
家
優
波
離
の
前
に
合
掌
跳
．
拝
し
た
と
同
じ
く
、
僧
園
に
於
て
は
四
姓
の
上
下
を
認
め

ず
、
法
服
一
日
の
長
を
以
て
上
座
と
す
る
の
で
あ
る
。
第
四
は
、
五
大
河
も
天
雨
も
‘
皆
、
海
に
蹄
し
て

而
も
淀
水
に
増
滅
無
き
が
如
<
‘
『
於
我
法
中
、
諮
族
姓
子
、
以
信
堅
固
‘
従
家
拾
家
學
道
‘
入
無
餘
涅
槃
界
、

而
無
餘
涅
槃
界
、
無
培
無
減
』
と
云
ふ
の
て
‘
佛
子
雲
集
、
各
々
道
を
修
め
智
を
刷
い
て
涅
槃
の
大
海
に

哲

學

研

究

第

五

十

七

臨

九
四
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あ
る
。

入
る
を
云
ふ
。

得
逍
證
果
の
者
多
含
は
、
弟
子
の
見
て
柴
し
む
所
、
正
法
の
命
根
を
強
む
る
所
以
で

第
五
は
、
大
海
の
同
一
鍼
味
を
負
べ
る
如
く
、
『
於
我
法
中
、
同
一
解
脱
味
』
・
と
云
ふ
の
て
底
僧
伽
奉

持
の
佛
数
が
、
何
れ
の
部
分
を
味
ふ
も
解
脱
其
智
の
賊
獨
を
覺
ゆ
る
と
云
ふ
。
佛
徒
は
正
に
解
脱

の

海

に

遊

べ

る

者

と

云

つ
8
し

i
且
い
。
第
六
は
、
恰
も
大
海
の
死
屍
を
受
け
ず
し
て
、
設
ひ
死
屍
有
ら

ん
も
、
大
風
之
を
岸
上
．
に
瓢
蹴
す
る
が
如
く
．
『
於
我
法
中
亦
復
如
Fl
究
不
受
死
屍
所
謂
死
屍
者
、
非
沙
門

自
稲
．
為
沙
門
‘
非
梵
行
自
稲
梵
行
‘
犯
戒
媒
法
不
渉
汗
稼
邪
見
‘
覆
際
善
業
、
内
慎
腐
爛
如
空
中
樹
．
雖
在

衆
中
坐
、
常
離
衆
僧
遠
‘
衆
僧
亦
離
彼
速
』
と
云
ふ
の
で
、
死
屍
の
如
き
破
戒
無
箭
の
徒
の
消
浄
衆
中
自

佛

が

邪

僧

の

在

る

間

夜

を

徹

し

て

沈

獣

を

守

礼

る

が

如

し
J

ら
厭
離
忌
速
＄
る
ヽ
を
云
ふ
。

伽
を
以
て
‘
純
粋
平
和
の
洞
浄
和
合
圃
な

b
と
誇
り
し
逃
‘
想
ふ
べ

3
で
あ
る
。

く
陸
地
に
有
ら
ざ
る
珍
奇
異
究
を
出
す
ご
と
く
‘
.
『
於
我
法
中
‘
亦
多
出
珍
賓
、
所
訊
珍
賓
者
、
四
念
虞
、
四

正
勤
‘
四
如
意
足
、
四
諜
五
根
五
カ
‘
七
覺
意
‘
賢
幽
八
正
道
』
と
云
ふ
の
て
．
僧
伽
證
果
の
光
輝
燦
爛
た
る
．

珍
賓
を
出
す
の
意
で
あ
る
。
終
り
に
第
八
は
、
大
湘
水
の
大
形
所
居
の
虞
な
る
如
く
‘
百
由
旬
‘
乃
至
、

七
百
由
旬
の
大
形
に
及
ぶ
者
あ
る
が
、
『
於
我
法
中
亦
受
大
形
、
所
即
大
形
者
、
衆
侑
中
向
須
陀
恒
‘
得
須

陀
直
乃
至
‘
向
阿
羅
漠
得
阿
羅
漢
』
と
云
ふ
の
て
、
同
じ
く
‘
沙
門
四
果
の
炭
大
功
徳
を
指
す
。
以
上
が

帥
ち
大
海
の
八
奇
特
並
に
原
始
僧
園
の
八
特
質
を
説
朋
し
た
者
て
、
僧
伽
が
如
何
に
、
戒
律
中
心
に

原
始
俗
園
に
於
け
る
此
丘
の
柚
頂
罪

九
五

第
七
は
、
大
海
の
‘
能 僧
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立
つ
か
を
想
ふ
に
足
る
。

借
て
、
右
の
八
特
徴
に
就
て
考
ふ
べ
合
は
、
原
始
僧
伽
の
一
般
的
傾
向
は
奈
邊
に
存
す
る
か
の
期

大
乗
佛
数
は
、
弊
聞
の
徒
と
貶
毀
し
て
利
己
的
の
個
人
修
養
に
過
ぎ
ね
と
云
人
。

成

る

程

原

始

僧

闊

が

事

ろ

利

己

的

見

地

に

で
あ
る
。

の
理
想
は
利
他
的
に
し
て
衆
生
救
涜
を
念
と
す
る
。

立
つ
て

1

身
の
持
戒
奉
律
を
璽
ん
じ
‘
已
身
の
解
脱
を
以
て
専
ら
念
と
せ
る
如

g
践
は
、
前
述
、
制
戒

の
目
的
、
十
利
項
目
の
内
に
ふ
‘
又
‘
此
の
侑
伽
八
奇
特
法
の
裡
に
も
、
充
分
認
め
ら
る
ヽ
が
、
然
し
、
必
ら

ず
し
も
‘
徹
頭
徹
尾
‘
似
人
的
、
主
我
的
‘
利
己
的
と
の
み
は
限
ら
な
い
。

を
典
へ
、
信
ぜ
ざ
る
者
を
信
ぜ
し
め
‘
己
に
信
ず
る
者
と
増
長
せ
し
む
る
が
鯰
め
の
制
戒
と
云
ふ
が

如
さ
は
、
佛
法
中
の
諸
族
弟
子
が
、
信
堅
固
‘
學
習
定
と
以
て
、
皆
‘
謡
除
涅
槃
海
に
メ
り
、
又
‘
消
幽
淫
衆
の

謡
法
邪
弟
を
入
れ
ざ
る
こ
と
大
海
の
死
屍
を
受
け
ざ
る
が
如
し
丘
か
と
云
ふ
と
一
班
‘
威
る
程
‘
個
人

住
せ
し
む
る
為
め
と
云
a
‘
僧
伽
衆
中
、
四
姓
の
河
は
、
等
し
く
流
れ
て
繹
門
繹
子
の
同
一
味
海
に
注

者
と
見
ね
ば
な
ら
ぬ
。

を
主
と
せ
る
、
利
己
的
数
義
の
如
く
観
ら
れ
ん
で
も
な
い
。

然
し
｀
他
面
に
は
、
僧
衆
を
和
合
安
業
に

謳
人
を
調
順
し
、
断
者
に
安
業

大
乗

哲

學

研

究

第

五

十

七

緯

戒
は
正
順
解
脱
の
罰
、
修
智
證
果
は
之
が
自
然
の
成
果
に
過
ぎ
ぬ
。

ぐ
と
設
芝
叉
、
同
一
解
脱
味
、
同
一
善
法
を
學
修
す
と
解
説
せ
る
、
又
‘
甚
だ
利
他
的
見
地
よ
り
設
け
る

況
ん
や
‘
梵
行
久
住
正
法
久
持
と
云
ふ
目
的
の
如
さ
は
‘
佛
の
大
人
格
よ
り

見

れ

ば

慈

念

衆

生

猶

如

赤

子

の

博

愛

を

遠

く

廣

く

に

及

ぼ

＄

ん

と

の

大

慈

悲

に

外

な

ら

ぬ

と

云

九
六
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人
可
き
で
あ
る
。

更
に
、
竿
頭
一
歩
を
進
む
れ
ば
、
利
己
的
に
見
ゆ
る
主
我
的
修
行
は
、
態
て
延
い
て

僧
伽
を
消
浮
高
尚
せ
し
む
る
影
響
を
典
へ
、
在
家
信
者
の
殖
禰
播
徳
と
杢
し
か
ら
ざ
ら
し
め
ん
と

す
る
利
他
的
修
養
と
も
見
ら
れ
る
。
個
人
を
到
治
す
る
戒
法
は
、
個
人
を
封
手
に
設
く
と
共
に
、
廣

＜
之
が
他
に
及
ぼ
す
闊
係
影
響
の
上
よ
り
、
博
愛
の
念
に
も
一
根
披
と
有
せ
り
と
知
ら
ね
ば
な
ら

ん
と
す
る
者
で
あ
る
。

要
之
、
原
始
僧
関
を
以
て
、
普
通
世
人
の
考
ふ
る
如
く
、
為
我
主
義
の
衆
合
と
の
み
掘
る
は
、
甚
・
だ

し
き
不
嘗
で
あ
っ
て
、
一
面
個
人
的
と
同
時
に
、
他
面
利
他
的
精
牌
の
登
揮
＄
れ
た
る
を
忘
れ
て
は

な
る
ま
い
と
思
ふ
の
で
あ
る
。
一
言
す
れ
ば
、
利
他
を
離
れ
な
い
利
己
が
、
原
始
僧
伽
の
取
っ
た
見

地
で
あ
る
と
云
ふ
事
に
坂
す
る
。
然
れ
ば
、
大
乗
の
理
想
も
、
自
ら
此
に
萌
芽
を
胚
胎
し
て
居
る
と

見
て
宜
円
。
思
之
、
愛
(
L
i
e
b
e
)

に
は
三
方
面
あ
る
。
第
ー
は
利
己
的
愛
に
し
て
、
他
と
方
便
と
し
て

自
己
の
欲
求
を
濶
さ
ん
と
す
る
者
、
第
二
は
、
利
他
的
愛
に
し
て
己
れ
を
没
胡
し
て
他
を
悦
ば
せ
ん

と
努
む
る
者
、
面
し
て
第
三
は
、
自
他
相
帥
的
愛
に
し
て
、
彼
此
融
合
、
相
郎
統
一
の
上
に
榮
光
を
味
は

原
始
僧
園
は
寧
—

C
‘此
第
一
に
立
つ
者
で
、
利
己
に
依
て
利
他
を
得
ん
と
す

大
乗
菩
薩
思
想
は
、
此
の
第

猶
ほ
批
間
一
般
の
態
愛
の
如
し
。

1

一
に
立
つ
者
に
し
て
、
利
他
を
以
て
自
利
を
兼
ね
ん
と
す
。

る
小
乗
槃
聞
の
立
脚
地
と
な
る
。

親
の
子
に
到
す
る
渡
我
の
愛
に
似
る
。

而
し
て
終

9
に
佛
の
悲
智
圃
渦
な
る
愛
は
、
自
他
の
差
別
妄
執
を
離
れ
し
上
の
大
愛
に
し
て
、
第

原
始
俗
園
に
於
け
る
比
丘
の
極
直
罪

ぬ。

九
七
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言
詞
粗
采
、
行
文
意
を
靖
さ
ざ
る
勘
な
さ
に
あ
ら
ざ
る
と
愧
づ
゜

ヘ

9

ゲ

JV

梢
證
論
の
正
反
合
的
進
歩
段
階
に
し
て
1
一
乗
は
正
‘
菩
薩
は
反
‘
佛
は
全
く
合
ー
の
大
理

大
乗
佛
数
は
、
賞
に
斯
の
如

g
-―
一
段
の
思
想
螢
展
を
試
み
て
居
る
が
、
亦
、
原
始
僧

園
の
戒
律
中
心
主
翁
に
‘
已
に
業
に
進
歩
の
源
泉
と
持
て
る
事
を
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ね
。

数
は
僧
闊
中
心
で
あ

9
、
僧
園
は
戒
律
中
心
で
あ
り
‘
戒
律
は
僧
尼
の
何
れ

K
問
は
ず
波
羅
夷
棒
重

罪
戒
を
以
て
其
の
最
と
し
て
居
る
を
見
れ
ば
、
吾
人
が
上
来
論
究
し
た
る
戒
律
研
究
と
原
始
~
数

g
さ
へ
‘
此
の
四
波
羅
夷
の
一
部
に
外
な
ら
ぬ
‘
況
ん
や
、
爾
餘
一
切
の
制
戒
結
律
は
四
大
罪
目
中
か

故
に
比
丘
波
羅
夷
の
吟
味
は
、
諧
般
戒
律
の
代
表
的

研
究
と
見
て
敢
て
失
嘗
で
な
い
。

し
て
置
く
。

と
乞
ふ
所
以
で
あ
る
。

兌）

深
く
大
方
の
叱
正

（
大
正
九
年
十
一
月
五
日
稿
了
）

以
て
此
の
小
稿
の
必
ら
ず
し
も
徒
努
で
な
か
ら
う
事
と
附
言

ら
嘗
然
推
考
せ
ら
る
べ
き
一
部
に
過
ぎ
ね
。

と
、
如
何
に
密
接
闊
係
し
て
、
重
大
の
意
義
あ
る
か
を
想
ふ
べ
さ
で
あ
る
。

比
丘
尼
八
波
羅
夷
の
如

想
に
外
な
ら
ぬ
。

三
の
見
地
に
立
つ
。

我
が
皇
室
の
國
民
に
到
す
る
仁
愛
の
如
芝
其
の
例
で
あ
る
。

哲

學

研

究

原
始
佛

第

五

十

七

聾

之
れ
、
正
し
く

九
八


